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                                １０：００開議  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 おはようございます。 

 それでは、これより、昨日に続きまして、こども未来部に関する議案の審査を本日行い

たいと思います。 

 まず、部長から、ご挨拶をお願いいたします。 

 

○ 川北こども未来部長 

 皆さん、おはようございます。こども未来部でございます。 

 こども未来部でございますが、平成29年度の決算につきましてご認定いただきたいとい

う、ご協議いただきたいという案件でございます。 

 予算常任委員会といたしまして補正予算が５件、教育民生常任委員会の協議会といたし

まして２件、それから、所管事務調査も同じく２件でございます。盛りだくさんなご審議

いただく内容になっております。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

  

    議案第25号 平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について 

     一般会計 

      歳出第３款 民生費 

         第１項 社会福祉費（関係部分） 

         第２項 児童福祉費（関係部分） 

        第４款 衛生費 

         第１項 保健衛生費（関係部分） 

        第10款 教育費 

         第１項 教育総務費（関係部分） 

         第４項 幼稚園費（関係部分） 

         第５項 社会教育費（関係部分） 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、決算常任委員会教育民生分科会といたしまして、議案第25号平成29年度四日

市市一般会計及び各特別会計等の決算認定について、一般会計歳出第３款民生費、第１項

社会福祉費（関係部分）、第２項児童福祉費（関係部分）、第４款衛生費、第１項保健衛

生費（関係部分）、歳出第10款教育費、第１項教育総務費（関係部分）、第４項幼稚園費

（関係部分）、第５項社会教育費（関係部分）を議題といたします。 

 本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、追加資料

の説明をお願いいたします。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 こども未来部、山口です。よろしくお願いします。 

 タブレットでございますが、03教育民生常任委員会の18平成30年８月定例月議会の04こ

ども未来部決算分科会、予算分科会資料をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。お願いします。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 では、そちらの４ページをごらんください。 

 第２子以降子育てレスパイトケア事業についてでございます。 

 こちらにつきましては、荒木委員より、昨年度に１歳６カ月児健診会場にて行いました

第２子以降の子供を育児する保護者へのアンケートにつきまして、どのような結果であっ

たのかと、また、その対応はどうかとの質問をいただき、資料を作成したものでございま

す。 

 まず、本事業への申請及び利用実績ですが、平成29年度は申請件数が433件、利用枚数

が291件と、昨年度を上回ることができました。 

 次に、委員ご質問のアンケートについてですが、昨年の10月からことし１月の４カ月間、

１歳６カ月児健診の会場に出向きまして保護者アンケートを行いました。 
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 そのうち、第２子以降の子供を育児する保護者507人のうち、保育無料券を知っていた

との回答が全体の70％の354人であり、実際に保育無料券を申請した方は146人という形で

した。 

 申請しなかった方の理由としましては、知らなかったが153人、上の子が既に通園して

いるからが101人、上の子が通学しており未就学児じゃないからが37人でございました。 

 申請したが保育無料券を実際に使用しなかった人が78人おりましたけれども、その理由

については記載のとおりとなっております。 

 これらの結果を受けまして、新しいポスターの作成、それから、窓口での紹介などで一

層の広報に努め、利用を進めてまいります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございます。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 こども保健福祉課長の棚橋でございます。 

 引き続き、資料５ページから７ページにかけてですけれども、児童虐待防止対策事業に

ついてでございます。 

 まず、資料５ページをごらんください。 

 虐待事案に対する電話訪問などの対応の内訳と効果がわかる資料をということで、藤田

委員からご請求をいただきました。 

 まず、（１）虐待関連相談への対応状況の推移のところでございますけれども、１に記

載の表のとおり、平成29年度、虐待事案として882件ございまして、前年度に比べて92件

の増でございました。これにつきましては、虐待という確信が持てないような事案であっ

てもためらわずに通報いただくことを周知啓発してきていることもあり、件数がふえてい

る要因の一つになっているものと考えております。 

 この882件に対しての具体的な内容ということで、（２）に記載させていただきました。

厚生労働省への報告事項であります福祉行政報告例の分類に合わせて六つに分類しており

ます。 

 まず、①につきましては、訪問、面接等により、１回から３回程度の助言、指示などの

対応を行ったものということで159件。 
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 ②につきましては、①よりも回数、頻度等ふえた状態で指導を比較的長期にわたり継続

的に行ったものということで252件。 

 三つ目ですけれども、②よりもちょっと若干危険な状態ということになるかと思うんで

すけれども、児童相談所、保健所、医療機関等に移管またはあっせん紹介、あるいは児童

相談所に対応とか相談というものを問うような形で行ったものが14件でございます。 

 それから、④につきましては、これはさらに進んだ段階になりますけれども、児童福祉

法に基づきまして児童相談所への送致を行ったものとして40件でございます。 

 また、⑤につきましては、助産制度適用や母子生活支援施設への保護を実施したものと

して７件でございます。 

 ⑥につきましては、①から⑤以外ということになりますけれども、電話による助言、指

導や、あるいは、他機関との連携による見守り、情報収集などを行っているものとして

410件で、合計882件というところでございます。 

 次に、（３）の対応の経過でございますけれども、先ほどの882件を三つに分類してお

ります。 

 まず、一番上の終結というところでございますけれども、情報収集や見守りなどをおお

むね半年から１年程度行いまして、虐待に関する情報等が確認されなかったケースについ

ては事案が沈静化したとして終結という形をとっておりまして、それが274件でございま

す。 

 ただ、一度終結と判断した後にも再び虐待事案としてかかわるケースも今までにもござ

いますので、終結後も関係機関との連携を図って、必要に応じて対応してまいっていると

ころでございます。 

 次に、二つ目のところですけれども、市外へ転出された方がみえるということで、これ

につきましては、転出先市町村に対応の引き継ぎを依頼しております。 

 まず、引き継ぎにつきましては、電話で一報を入れ、その後、文書によって今後の支援、

対応を依頼しまして、途切れのないような対応ができるように図っております。 

 三つ目が、終結に至らなかったものとして、次年度に継続されたものということで、残

りの549件になります。 

 これにつきましては、年度内に鎮静化したとまで判断できないケースで、引き続き対応

をしていくケースになりまして、主に大きく分けますと、虐待状況は沈静化しつつあるけ

れども見守りや情報収集を継続しているもの、あるいは、対象家庭に訪問、面接などをし
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て、注意喚起、助言、指導を行っているもの、また、それに対する支援を行っているもの

ということになります。 

 ただ、①、②の対応を続けてもなかなか改善が見られない場合は、児童福祉法に基づく

措置を児童相談所とまた検討していくということになるところでございます。 

 最後に、（４）ですけれども、具体的な対応事案ということで、５例を挙げさせていた

だきました。 

 まず、一つ目は、保育園からの通告があったケースでございまして、父から母への暴力、

ＤＶによるものでありまして、助言、指導を実施する中で、男女共同参画課、保育園とも

連携を図り、相談指導を継続し、生活面の落ちつきが見えたということで終結したもので

ございます。 

 続いて、２件目につきましても、これも保育園からの通告でございますけれども、保育

園のほうで子供の頬に傷があるということで通告を受けまして、身体的な虐待ということ

で受理したものです。児童相談所とも連絡、あっせんを行いまして、家庭訪問による事実

確認、助言、指導が実施されることになりましたので、児童相談所職員とともに家庭訪問

を行いました。家庭児童相談室としましては、保護者からの育児の困り感などを聞き取っ

て、ショートステイなどの制度も案内する中で助言、指導を行ったものでございます。そ

の後、保育園との連携を図る中でも見守りを行い、身体的虐待の原因性がなくなったとい

うことで終結とみなしたものでございます。 

 次に、３件目につきましては、こども保健福祉課の保健師からの通告ということで、家

庭訪問時に子供の体重がふえていないということでネグレクト事案として受理したもので

ございます。養育支援訪問、家庭訪問を重ねて、現在もまだ支援を継続しているところで

ございます。 

 四つ目につきましては幼稚園からの通告ということで、子供の肩に青あざが発見された

ため身体的虐待として受理いたしました。父母に家庭訪問を行って確認したところ、しつ

けとしてたたいたりすることがあると、それは問題ないんだという主張がございましたの

で、助言、指導を実施しまして、その後、保護者にも反省が見られ、また、その後も幼稚

園と連携を図りながら８カ月の見守りを行いまして心配な情報も出てこなかったというと

ころで、身体的虐待の危険性の可能性がなくなったということで確認した上で終結といた

しました。 

 最後の５例目ですけれども、小学校からの通告ということでございますが、親が夜間に
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不在であると、子供だけで家に残されている、いわゆる夜間放置の可能性があるという通

告がございましたので、家庭児童相談室として５回の家庭訪問を実施したんですが、なか

なか不在で保護者に会えなかったと。ただ、その間、学校との連携を図る中で、児童が通

学はしているということは確認しておりましたので最低限の確認はできていたんですけれ

ども、ちょっと保護者とは会えなかったというところで、児童相談所と立ち入り調査を検

討を始めたところ、ようやく父と面接ができたと。その中で、夜間に放置していることと

いうことが確認できましたので、ネグレクトとして受理したものです。その後、保護者へ

の助言、指導を行い、また、地域の児童委員さんとも情報連携する中で、地域、児童相談

所、学校等と連携して見守りまして情報収集を行いました。夜間放置につきましては、父

母の時間帯の協力等によりまして改善されたものですけれども、ちょっと養育に関する、

監護にまだ課題があることから、児童相談所と協力しながら定期的な家庭訪問、助言、指

導などを今も継続して行っているというケースでございます。 

 ７ページまでにつきましては、以上です。 

 続いていいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 お願いします。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 続きまして、８ページ、９ページになりますけれども、１歳６カ月及び３歳児健診の項

目についてということで、荒木委員からご請求いただいた件になります。 

 資料８ページでございますけれども、ここに１歳６カ月児、３歳児の健診項目を記載さ

せていただきました。大きく分類しますと、問診、歯科健診、身体計測、小児科診察、保

健指導で、あと、その他ということで六つに分けさせていただいております。 

 それぞれのところに担当者として入る職種と、ふだん担当しております人数を書かせて

いただいております。 

 また、１歳６カ月、３歳児に分かれて、それぞれ健診する主な項目を記載させていただ

きました。 

 ３歳児健診では、１歳６カ月児健診と比べまして、問診、小児科診察等で診査項目がふ

えているところでございます。 
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 また、歯科健診、小児科診察については医師が担当しておりまして、そのほかの部分に

つきましては市の職員、保健師等が担当しているということでございます。 

 問診や保健指導を市の保健師等が行うことによりまして、支援が必要な方を把握しやす

くなっているということが、この集団健診の一番の点かというふうに思っております。 

 また、問診や保健指導の様子、あるいは健康診査の結果から支援が必要と判断した場合

は、保健師等が相談や家庭訪問により継続して支援を行っているところでございます。 

 また、必要に応じて、こども発達支援課や保育幼稚園課といった各課や医療機関などと

情報共有しまして支援につなげているところでございます。 

 この健診に見えられる保護者の方は、子供の健康状況について、どのように診断される

かという不安な思いで見えているというふうに思います。その不安な気持ちに寄り添い、

不安を少しでも和らげることができるよう、職員の対応も一層丁寧な対応を心がけて取り

組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、10ページですけれども、産後ケア訪問事業についてでございます。 

 10ページをごらんください。 

 こちらにつきましても、荒木委員から産後ケア訪問事業についての資料をということで

ご請求をいただいたところでございます。 

 この事業につきましては、まず、１に対象者ということで、対象者になる方の条件を記

載させていただきました。出産後４カ月未満の産婦及び乳児で、以下の全てに該当する希

望者ということで、家族、実家から必要な援助を受けることができない人、また、体調や

育児に不安のある人、また、医療行為が必要でない人と、この三つの条件に該当する方で

希望される方を対象としております。 

 周知としましては、平成29年度についてはホームページで周知するとともに、保健師が

相談を受けたり、医療機関からの情報などによって利用したほうが望ましいと思われる方

に直接案内してご利用いただいているところもございます。 

 また、平成30年度からは、妊娠届け出の際に皆さんに案内を配付しております。 

 ３番の実績と実施内容のところでございますけれども、この事業につきましては、平成

29年10月から新たに実施したものでございます。三重県助産師会に委託しまして、助産師

会に属する助産師さんが家庭訪問をするという形になっておりまして、実績としまして、

利用者が６件、延べ20回のご利用をいただきました。なお、利用料を１回1200円いただい

ているところでございます。 
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 実施内容としましては、特に助産師ができる指導としまして、乳房マッサージなどの授

乳指導がございます。これを含めまして、助産師の専門的な指導や援助を受けていただい

たほうがいいという方に特にこの事業を利用していただいているところでございます。 

 ４の利用者の状況でございますけれども、先ほど申しました利用者６件ですけれども、

いずれも実家や家族の支援が望めず、かつ、授乳介助などの支援が必要な方でございまし

た。その中には、妊娠中から家庭児童相談室と連携して養育支援訪問を受けてみえた方、

あるいは、こども保健福祉課の産前・産後サポート事業で相談を対応していた方も１件ず

つ含まれてございます。 

 また、最後の５番の訪問後の対応でございますけれども、６件のうち３件の方につきま

しては、育児にもなれ生活が落ちついてみえたため継続支援は終了しておりますが、残り

３件のうち１件の方については、支援中に県外に転居等をされたので、転居先の自治体へ

継続支援を依頼させていただいたものが１件ございます。 

 また、残り２件につきましては、訪問終了後も支援が必要ということで、地区担当保健

師が継続して支援を行っているものが２件ございます。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 説明は以上でございますか。ありがとうございました。 

 では、これより、追加資料につきましての質疑に入ります。その他の資料につきまして

は、追加資料の質疑が終了の後、質疑を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、ご質疑のある委員の方は、挙手にて発言願います。 

 

○ 荒木美幸委員 

 では、よろしくお願いします。 

 資料、いろいろそろえていただきまして、ありがとうございます。 

 先日、新聞で産後の妊婦における死因のトップが自殺というそういう衝撃的な記事があ

りまして、いかに今の時代、産前、特に産後ケアをしっかりやっていかないといけないか

という時代に入ってきていると思いますので、私が資料を請求させていただきましたこの

レスパイトケアもそうですし、そして、一番最後の産後ケア訪問事業も、非常にこの二つ



 - 9 - 

の事業については、今後もしっかりと取り組みをしていかなければならない事業だという

ことを認識しています。 

 先に、産後ケアの訪問事業のほうで少しだけ。 

おおむね資料のほうで確認させていただきましたので、少しだけ確認させてください。 

利用者が６件で延べ20回の利用ということなんですが、数字としては６件ということで少

しこれぐらいなのかなという印象を持ちましたけれども、保健師さんからご案内が行きま

すね、そのご案内をした対象者の方が全てこの事業を利用されたのか、あるいは、必要あ

りませんということでお断りになった方もいるのか、その辺のちょっと状況をお知らせい

ただけませんか、お願いします。 

 

○ 瀬古こども保健福祉課母子保健係長 

 こども保健福祉課の瀬古と申します。 

 先ほどお尋ねいただきました産後ケアの対象者なんですが、かなりこちらのほうで対象

者を抽出するに当たっては慎重な選出をしておりまして、お声をかけさせていただいた方

については、皆様、受けていただいております。 

 

○ 荒木美幸委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 恐らく、そこまでに至るアセスメントがきちっとしているからだと思います。ありがと

うございます。 

 それから、レスパイトケアのほうに移らせていただきます。 

 昨年度もこの決算の委員会の中で少しいろいろ指摘があったところですけれども、大事

な事業ではありますが、執行率が半分ぐらいからちょっと上ぐらいかなという感じなんで

すが、平成28年度から平成29年度にかけて少し数としては利用者がふえているのかなとい

うのを、この数字を見ることで確認をさせていただきました。 

 昨年度、この議論があった中で、課題として今後どうしていくかというところでは、一

つは、アンケートによる実態把握ということで、これはもう実際にやっていただいて、き

ょう、結果をお知らせいただきました。 

 もう一つの課題としては、より利用しやすい制度への検討ということがあったと思うん

ですね。昨年度の議論の中でこれは当局のほうからのご答弁で、利用者の中で、やはり、
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１園に集中をしていたためという、集中したということで少し課題があったように思うん

ですが、その１園に集中したというのが、恐らくこの申請した人のうち利用しなかった、

理由の予約がとれなかったというところにもしかしたらつながってくるのかなと私は予測

はするのですが、その辺の少し状況をお知らせいただきたいのと、じゃ、そういう状況が

あるならば、今後より利用しやすい制度への検討という去年の宿題に即したときに、どの

ようにしていくのかということを少し教えていただけませんでしょうか。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 昨年、荒木委員さんのほうからいろいろとご指導をいただきまして、このアンケート、

我々も実はアンケートをとってみるまで、本当に中身のことがどういうことなのかという

ことで、アンケートの結果のほうからわかってきたということは、一部の園に集中してい

たということは、やはり制度自体の広報が足りなかったというのを我々も反省という形で

思っておりまして、その制度を知っているから使うというところがやっぱり集中する園の

ほうにはありましたので、一般の方々が、このレスパイトケアという言葉もちょっとわか

らないし、それが保育無料券のことを意味しているということもちょっとわからないとい

う部分もありましたので、実は今年度は新たなポスターを今つくっておりまして、それか

ら、９月下旬号に今度は保育無料券という言葉を使ってＰＲを上げていくということを、

今、予定をしております。 

 さらに、この事業自体は、こども未来部を挙げての事業ということで、こども未来課、

それから、保育幼稚園課、それから、こども保健福祉課ともそれぞれのほうで取り組んで

おりまして、例えば、こんにちは赤ちゃん訪問事業での母子健康カレンダーを配っている

んですけれども、そちらの表紙のほうに、またこの保育無料券の部分の記事を上げるとか、

それから、ちょっと検討中ではありますけれども、母子手帳を交付するときに何らかちょ

っと工夫できないかということもやっております。 

 ですので、まずは、平成28年度新規事業で平成28年度、29年度とやってきましたけれど

も、まだやはり周知が足らないという――もう本当にお叱りを受けてもしようがないんで

すけれども――その部分はうちのほうとしても深く反省しておりますので、とりあえず広

報をまず打っていこうという形で考えております。 

 以上です。 
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○ 荒木美幸委員 

 昨年から感じましたが、よい事業であるのに執行率が低いというのが少し残念だなとい

うふうに感じておりましたので、さらなる今おっしゃったようなことの取り組みをお願い

したいということと、それから、利用しなかった中に利用期限が過ぎていたというのがあ

りますね。これは、もしかしたら、その方たちは、気がつけば利用したのかもしれないと

いうふうに感じたときに、少しきめ細やかなことになるかもしれませんけれども、こうい

ったところに少し、期限がそろそろ来ていますがよろしいでしょうか的な何かサポートな

りができないものなのかどうかということについてちょっとお聞きをしたいと思います。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 確かに、実はきのうもうちの課の中でもいろいろ話をしておったんですけど、例えば、

実家に帰っていて、例えば実家が四日市と離れておるとかで、そこのほうからまた今の四

日市へ戻ってきたりという方々について、例えば出生届を旦那さんが出しにきたというこ

ともあって、旦那さんが紙を預かったんやけど奥さんによう説明せんとか、そういうこと

も実際にはあるような形になっています。何か預かってきたけど何のことかようわからん

という話もあったということも聞いていますので、そういう部分で、ポスターも含めてで

すけれども、やっぱり根本的には周知の部分が一番のもとなのかなと現状で思っています。 

 それから、今、現状、広報した後でも、やはり件数が伸びていかないというようなこと

であれば、先ほどちょっとおっしゃいました現状６カ月ということの――本当にこの６カ

月というのが確かに一番厳しい、苦しいとかいろいろ思いがあるとかが６カ月までなんで

すけれども――期間についても今後ちょっと検討していって、例えば１年であるとかそう

いうところまで延ばせないかということは検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ６カ月からもう少し期間をという話も出ました。私もそう思っていまして、１歳までの

子供は歩けませんので、寝ていることがほとんどですから、もちろん病気になりやすいで

すしいろんな心配事もあるんですけれども、やはり下の子供さんが大変なときというのは、

ようやく１歳を過ぎて歩き出したころに本当に目が離せない。このときにお母さんが上の

お子さんを放りっぱなしになってしまうという可能性が非常に強いんですね。だから、そ
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の辺のことを、また今後庁内で、どのぐらいの年齢までのところに広げたらいいのかとい

うのは検討していただきながら、よりお母さんたちが利用しやすい制度にぜひしていただ

き、もう少し執行率が上がるようにしていただければというふうに思いますので、お願い

いたします。 

 以上でございます。これについては。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 他にご質疑のある委員の方、おられますか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 追加資料ですかね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 追加資料のみです。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっと先ほどの第２子の件なんですけど、ちょっと基本的なところで、決算額のとこ

ろで、平成28年度というのが、幾らでしたっけ。それで、平成29度が幾らか。ごめんなさ

い、ちょっと調べればすぐわかるんですが、済みません。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 こども未来課と保育幼稚園課という形になっております。済みません、平成29年度でち

ょっとお知らせしますと、我々のほうは、このレスパイトケアの券――現物なんですけれ

ども――これを印刷するお金、それと、保護者の方に郵送するお金という形で16万6611円

という形になっております。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 保育幼稚園課の大西でございます。 

 それで、先ほど申し上げた部分とあわせまして、民間保育所のほうで一時保育をやって
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いただく件に関しましては、これは、補助金の形で補塡をしております。主要施策実績報

告書でございますと95ページ、こちらの中に、一時保育事業費補助金で、決算額としまし

て2400万円強の金額が上げてございますけれども、民間利用でしていただいた方の利用の

分に関してましては、こちらの額の中に含まれている次第でございます。そして、平成29

年度におきましては、レスパイト分といたしまして71万500円、平成28年度におきまして

は56万700円でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。 

 ちょっとイメージとして、前回の議論の中で、予算に対してちょっと執行率がというふ

うなお話だったんですけれども、今回上がったという認識でよろしいですね。利用件数も

含めてそうなんですけれども、執行率は。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 微々たる上がりですけれども、上昇しておりますということでお答えさせていただきま

す。 

 

○ 藤田真信委員 

 わかりました。 

 いずれにしても、荒木委員もおっしゃったように、非常に第２子以降のこのケアという

のは重要で、制度はすごくよかったのに前年度ちょっと実績が余りなかったということで

課題として挙げられていたわけなんですけれども、今回アンケートとしてしっかりとって

いただいて、これから周知もしていただくということだったんですけれども、ちょっと気

になったのは、そもそも論として、例えば母子手帳を交付する際に今までこの説明がなか

ったのかというのがちょっと今聞いてびっくりしたんですが、それは本当なんですか。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 説明自体は、もうずっとしております。 

 ただ、今、先ほどちょっとお話ししたのは、今、現状の母子健康手帳の中の冊子の入れ
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込みか何かに、プラス、今までは別で、これもありますけれどもという紙を、うちがつく

ったやつを渡していたんですけれども、母子健康手帳はずっと持っているんやけど、その

チラシ、パンフレット類というのは、どこかにぽっと離れてしまうという部分があったも

んで、それを差し込んで何か入れられないか。母子健康手帳を持っておると、常にそのペ

ージにあるようにできないかなというのを、ちょっと今、こども保健福祉課さんと検討中

という状況でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 まさしくその点だと思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 虐待のほうをお聞きしたいんですけど、いいですよね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい。 

 

○ 藤田真信委員 

 資料、ありがとうございました。 

 きのうは、教育委員会のほうでいじめに関する議論をさせていただいたんですけれども、

やっぱり子供たちの命を守るというのは私たち大人としての本当に大きな責任の一つであ

って、この虐待防止対策事業もそのうちの一つだと、重要な一つの事業だと思っています。 

 前回お示しいただいた資料ではちょっと具体的な中身が捉え切れなかったので資料請求

をさせていただいて、こんなに非常にわかりやすい具体的なところまでの資料をつくって

いただいて、ありがとうございました。 

 この具体的な内容を見ていると、よくやっていただいているんだなというのをまず実感

しました、安心したというのがあって。 

 ただ、この表からもわかるんですけど、例えば（２）の具体的な対応内容というところ

で、訪問、面接等による指導を比較的長期間にわたり継続的に行ったものというふうなと

ころで、やっぱり長期的にかかる内容ですよね、虐待事案というのは。一旦、仮に終結し

たというふうにこちら側が判断したとしても、やっぱり当事者の中ではまだまだ終結して

いないというような状況もひょっとしたらあるかもしれない。そこがすごく気になってい

ましたので、そういったところでいくと、長期的にケアをしていただいているというのが
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ある程度この資料で見えましたので、安心しました。 

 あと、今後も引き続きその視点を大事にこの事業を執行していただければというのと、

あと、前年度も虐待に関してはいろいろ指摘があったんですが、結局、去年のちょうどこ

の、もう少し前の時期かな、８月ぐらいだったかな、時期はちょっと覚えていないですけ

ど、市内で虐待案件があって、その案件の内容を突き詰めると、市外から転入をされてき

ていて、その転入をされていて、状況というかその児童の情報というか状況が余り把握で

きていなかったというようなお話があったと思うんですよね。それを受けて、全庁的にも

しっかりと対応していきたいというふうなことで昨年の決算の話ではあったんですけれど

も、その辺は、平成29年度後半、しっかりやっていただいていたのかだけ確認させてくだ

さい。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 転入したところ、市外から入ってみえたときというのが一番わかりづらいという点であ

るかと思います。 

 ことしあった東京都の事件でも、そういったケースでということがあったので、その辺

は非常に難しいところであると思うんですが、今こちらのほうでは、前にいたところから

の連絡があれば、すぐにそういう案件であれば訪問をするようにしておりますので、そう

いったところで対応をさせていただいているところでございます。 

 また、学校や保育園へ通っていれば、そちらとの連携もさせていただいているところで

ございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 引き継がれるところをまずしっかりやっていただくというのはもちろん大事なところな

んですよね。ただ、そこが見えない部分もあるというところがすごく難しくて、じゃ、そ

れを具体的にどう対応するのかというのは非常に難しいところがあるんですけれども、た

だ、そういう転入されてきた子供たちに対して、全てが全て安全でとかというような勘定

じゃなくて、例えば、転入でもいろんな側面があって転入してきた場合があるじゃないで

すか。ですので、そういったところをちょっと注意もしながら見ていただくという。具体

的に、全部が全部転入の児童をチェックするというのはできないから、仕方がない、それ

は無理だとは思うんですけれども、その視点だけはちょっと忘れずにおいておっていただ



 - 16 - 

きたいなというのがあります。 

 もう一つ安心したのが転出。市内の事案で問題が発生している事案に関して、その児童

が転出する際に、しっかりとその先の転出した先のほうにも情報伝達を送っていただいて

いるというふうなことで、具体的に案件も件数を示していただきましたので、その辺、僕

ちょっと知りたかったものですから、そういった意味では、平成29年度しっかりやってい

ただいたんだなというふうなことで安心をいたしました。 

 いずれにしても、結構、皆さん、何だかんだ言って、そんなことが本当に家庭内である

のとかね、そうふうな認識の人もまだ多いので、実態はそうじゃないんだというところを

しっかりと、周りのサポートも。早期発見とかというのは、ご近所さんとかそういうとこ

ろもやっぱり必要だと思うので、そういった意味では、そういった啓発もしっかりやって

いただくということと、あと、もうこれ最後にしますけれども、繰り返しになりますが、

事後の見守り。早期発見は、もう当たり前なんですね、結局、未然防止もなるべく頑張ろ

うというのも、もう当たり前なんです。早期対応をするのも、もちろん当たり前なんです。

当たり前なんですけど、一番ネックになってくるのが、長期の見守り。ここをしっかりと

今後もやっていただくようにお願い申し上げて終わりとします。 

 

○ 荒木美幸委員 

 関連で。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連、荒木委員。 

 

○ 荒木美幸委員 

 関連でお願いします。 

 平成29年度の件数、882件に対して、どのように対応したかということをつまびらかに

教えていただいたんですけれども、この数を見ますと、全く、例えばその当事者、あるい

は保護者に会えなかったとか対応ができなかったという数は、ゼロという理解でよろしい

でしょうか。 

 

○ 中川こども保健福祉課家庭児童相談室付主幹 
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 家庭児童相談室の中川と申します。 

 その理解で結構です。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ありがとうございました。安心いたしました。 

 それと、プラス、今、藤田委員がおっしゃった転出をした方の引き継ぎというのはすご

く大事だと思いますし、それは書いていただいてあります。 

 ただ、今回、東京都目黒区の事件については、依頼をしたけれども受け手のほうとの温

度差があったんですね、実は。ですので、四日市は、ここまでやっていただいていますの

で、例えば、転出をした引き継ぎについては、電話で一報を入れ、続いて文書を送付する

ことにより支援や対応が途切れないように依頼をしたと、これはいいと思います。そこか

ら、例えば、一定期間が過ぎたら、どんな状況ですかというのを、そこまで少しやってい

ただくと、東京都の悲惨な事件は少しまた違った形になったのかもしれないなというのも

すごく感じながらあの事件を私も見ていましたので、そこまでやる必要があるのかどうか

というのはこれは庁内で議論かもしれませんが、でも、そこぐらいのまでのことを、やは

り町をまたいで、市をまたいで連携していかないと、本当に子供の命って救えない時代に

なってきているんじゃないかなと思いますので、もし何かご意見があれば、どうぞ。これ

は、部長でもいいですけど、いいですか。 

 

○ 川北こども未来部長 

 今、荒木委員がおっしゃっていただいた、今も、とりあえず電話の一報、それから文書

を送るというような対応をしております。それで、行政間であってもいかに血が通ってい

るかというようなことかなというふうに思っております。 

 この59件全てを全てやるかということも、それはそういう、人のさらにのサポートです

けれども、そのあたりはあろうかと思いまして、我々が持っておって把握している中で、

そこが判断になって、その判断が正しいか、誤っているかというのも、後になってある可

能性もあることはある――理屈としてということなんですが――ただ、今、荒木委員がお

っしゃっていただいたような、もう一歩のサポート、これが必要だということについては、

それは我々が意図しない、拒否するというものではございませんので、状況を見ながら、

何か非常に心配やけど転出していったわとかいうのがあれば、二度三度といったフォロー
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をしていくということは我々もやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○ 荒木美幸委員 

 お願いします。ケースによってもちろん判断していただいてもいいと思いますし、また、

引き継いだときの相手側というか他の自治体の対応の感じというのが、例えば電話などで

感じるものがやはりあると思うんですね。それで特に少し心配だなと思うケースがあった

ら、やはり後追いをしてみるとかそういうことが必要なのかなと思いますので、また、そ

の辺、よろしくお願いします。 

 関連、以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑のある方。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 関連。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連ですか。関連でよろしいですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 関連っちゃ関連やけど、違うっちゃ違う。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どうしますか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 先に関連をやってください。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 



 - 19 - 

 それなら、副委員長。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 ちょっと教えていただきたいんです。 

 逆に、市外から四日市に転入されるという方は何人いらっしゃるんでしょうか。 

 

○ 杉野こども保健福祉課家庭児童相談室長 

 こども保健福祉課家庭児童相談室、杉野でございます。 

 今、太田委員からお尋ねのありました市外から転入してきた子供の数というんでしょう

かね、虐待にかかわるケースでということで、その数、ちょっと今、手元に用意してござ

いませんので、確認してご報告をさせていただきたいと思います。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 数は確認していただきたいんですけれども、やっぱり、そういう部分でも、先ほど荒木

委員も言われましたけど――私がちょっと伺いたいなということを聞いていただいたので

あれなんですけど――やっぱり、それも四日市として、きちんと一件一件、転入された向

こうの先と細かいそういう協議というか連絡、または疑問に思う点というか、これはちょ

っとどうなのかという、電話でもそうですけれども、文書でも疑問を抱く点というのは追

究されて、もともといた市町村にお問い合わせとか、そういう重い事案というのはあった

んでしょうか。 

 

○ 中川こども保健福祉課家庭児童相談室付主幹 

 転入のケースについて重い事案というのは、基本的に、まず第一報は、児童相談所に入

ります。ただ、同時に、同じようにこちらのほうにも入りまして、重いケースについては

児童相談所と連携で対応していくことになりまして、そういったケースも平成29年にあり

ました。 

 児童相談所はかかわってはいないけれども少し心配なケースというのも当然同じように

ありまして、そちらについては、市だけに情報が入ってくることもございます。 

 ただ、そこで、市に入ってきた情報を見せてもらって、なおかつ相手の市にいろんな情

報を聞いた上で、相手の市では対応としてはそんなにしていなかったというケースであっ
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たとしも、こちらでこれはまずいと判断したケースについては、児童相談所と新たに連携

をとったというケースはございます。 

 以上です。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 やっぱり、相手先の市でどうこうだったからということよりも、四日市へ来てどうだっ

たということをすごくやっぱり確認していただきたいのと、そういう子供たちが精神的か

身体的かいろいろとありますけれども、そういう部分で虐待という部分が少しでもなくな

るというか、なくなるようにぜひともきめ細やかな配慮をしていただきますようにお願い

いたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 副委員長、先ほどの資料はよろしいんですか。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 後で人数だけ教えていただくので、何人ぐらいか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 採決に影響しますか。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 それはありません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 大丈夫ですか。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 他にご質疑のある方。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ごめんなさい。追加資料に関連していると言えばしている、していないと言えばしてい

ないんですけれども、この児童虐待は、ここ数年ずっと増加傾向にあるわけですね、全国

的に。増加している原因というのは何だというふうに認識されていますか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 件数として上がってきていますのは、目に見える形になったという部分もございまして、

昨今の虐待事案がいろいろ報道にも載ることもありまして、非常に認知といいますか知ら

れてきている中で、先ほどもお話がありましたように、近隣の方とかの通報とか、泣き声

が聞こえるとかいった通報も四日市市でもふえているところがございます。 

 ですので、今、特に虐待事案、相談件数がふえておりますのは、そういった形で今まで

見えなかった部分が見えるようになってきて、それが件数にあらわれているものというふ

うに考えております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 そうすると、虐待自体の数自体は昔から変わっていないけれども、通報とか発見がふえ

ただけという、そういう認識ですか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 だけと言われると、ちょっと全体の虐待というのがそもそもどれぐらいあるかというの

は、正直見えない部分が多うございますので、そこの件数がというところが非常にちょっ

とわからない部分はあるんですが、今、こういう統計とかをとりますと、件数が上がって

くるのは、やはりそれは今まで潜在化していた部分が見えるようになってきたというとこ

ろでの件数増というところになっているのかというふうに考えております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 それ、正直なところ、実感として本気でそう思われていますか。例えば、私が子供のこ

ろとかご自身が子供のころに、世の中にこんなにも虐待があったと思いますか。本音でそ
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れを言われていますか。本気で、あくまでも昔も今も虐待は変わっていないと思っていま

すか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 今、申し上げたのは、こういう統計をとったときに件数が上がってくる部分ということ

でございますけれども、実感としましては、今、委員おっしゃられるように、私が小さい

ときと比べると、確かに悪質と思われるようなケースとか、そういった子供を蹴ったり、

そういったケースはふえているのかなと思いますが、ただ、ちょっと、そういう根拠立て

たものというところになると、ちょっとありませんもんで、こういう統計としてあらわれ

てくる部分として、ちょっと申し上げさせていただきました。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっと感覚が全く合わんし、多分世の中の人はそうやって思っていないと思うんで、

もう、話がかみ合わんので、結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁は。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 もう結構ですよ。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑ございますか。 
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○ 荒木美幸委員 

 済みません、引き続き、こども保健福祉課さんで恐縮です。 

 資料、ありがとうございました。 

 この健診、１歳６カ月児及び３歳児健診の項目、よくわかります。ありがとうございま

す。 

 ここで一つ確認をしたかったのは、３歳児健診における視力検査についての診断のとこ

ろなんですが、この視力検査というのは、どのように具体的に行われますか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 視力検査につきましては、ご自宅で片っぽの輪っかがあいたものを先にお渡しさせてい

ただいておりますので、それでご自宅でしていただくと。 

 ご自宅でどうしてもできなかった場合につきまして、当日、この健康診断の場で保健師

が対応をさせていただいて実施しているというところでございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ありがとうございます。 

 そうですね、自宅で送られてきた資料でやっているという状況があるかと思いますが、

今、全国的にそういうやり方の中で弱視が見落とされているというようなデータ的なもの

であったりとか認識というのはお持ちでしょうか、どうでしょう。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 ごめんなさい、弱視がという部分はあれですけれども、ご自宅でやっていただくという

ところで、なかなかお母さんがお子さんにされる中で、そこがかちっと正確なものが測れ

ているかという部分については、若干課題があるかというふうには思っております。 

 

○ 荒木美幸委員 

 やはり、これは聴覚もそうなんですけれども――聴覚はこの資料にありませんので後で

スクリーニングについてお聞きをしようかなと思っていますが――やはり聴覚とか視覚と

いうのは、とにかく小さいときにきちんと問題がある場合は見つけてあげて早く手当をす

ることが大事で、その後のその子の人生の発達において、すごく大きな別れ道になってき
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ますので、私、実は、これは四日市だけではなく他の自治体についてもこういったことを

している中で、やはりこれは少し改善する必要があるのではないかなというふうに考えて

います。 

 きょうは実態ということでお聞きをするだけでなんですが、他の自治体などでは、やは

り、そういったところに少し医療器具などをきちんと入れて弱視をきちんと防ぐというよ

うな対応をしている――岐阜県ですけれども出てきましたので――少しそういったところ

の調査もしていただきながら、そして、四日市市において、この３歳児健診の視力検査の

仕方で本当にいいのかどうかということも含めて――家で子供と親がやるわけですから、

３歳の子供が右左は言えませんので、恐らく指でこうやってやったり、こうやってやった

りするわけですね、そういった中でそれは否定はしませんけれども――正確な視力検査が

できるかどうかというのは少し今後検証もしていただきながら、そこにもう少し手を入れ

るべきじゃないかということも含めて、今後の子供たちの健康を守るという視点で考えて

いただければというふうに思っております。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 視力検査につきましては、今年度から本市のほうでも機器を用いてやる形はとっておる

んですけれども、なかなかちょっと時間的な制約もあって全員にまでというところにいっ

ていないというのが現状でございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 せっかくその機械があるんであるならば、やはりできる限りやっていただきたいですし、

やはり今、まだ３歳児健診も大分待ちがある状態ですよね、待ち時間が長いということで

いろいろお母さん方がおっしゃいますので、そこの体制も少し見直していただく必要もあ

るのかもしれませんけれども、そういう機械があるんであるならば、より活用できるよう

な仕組みをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 藤田真信委員 

 関連で。 

済みません、細かい話になってしまいますが、健診できる機器って、３歳児で、例えば、
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右とか左とかって言うんですか。そういう機器ではないですか。 

 

○ 瀬古こども保健福祉課母子保健係長 

 今回導入いたしました機械というのは、実際に小児科医院のほうでも４カ月健診で利用

されておりまして、視点さえあれば視力の屈折状況を機械が判断して、あくまでスクリー

ニングなんですが遠視があるとか屈折異常があるとかというような判定が出るようになっ

ておりますので、発達に課題があって視点が定まらないお子様以外は、３歳半のお子さん

でしたら、十分に検査可能です。 

 以上です。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。そういえば何か思い出しましたわ。３歳児、うちはそれ多分

やっていないですけど、何かそういうのありましたね、小さいときにね。 

 ごめんなさい、もう一つ細かい話させてもらうんですけど、歯科健診のほう、あるじゃ

ないですか。歯科健診で医師の方が診るわけなんですけど、どんどん診ていくので、診た

次に行くときに、何かで消毒してもうそのままと。要は、手袋じゃなくて手のあれを変え

ずに、もう消毒してそのままずっとやっているというようなお話を聞いたんですが、それ

は事実ですかね。 

 

○ 瀬古こども保健福祉課母子保健係長 

 歯科医師の先生によりまして、ご自身で手袋をお持ちいただいて使っていらっしゃる先

生もおれば、昔ながらの先生については、消毒をしながら実施をされております。 

 ただ、うちにも歯科医師がおりましていろいろ相談もしておりますが、具体的に手袋を

していないから菌が多いとかというようなことはなく、ただ、お母様方の反応としては、

いろいろなお声があるということは聞いております。 

 

○ 藤田真信委員 

 まさしく、そういうお母さん方の声をちょっと耳を傾けていただいて、どういう対応に

するかというのは別として、お応えをいただきますようにお願いします。保護者の皆さん

が安心して帰っていただけるようにということで、お願いします。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 要望として。 

 他にご質疑のある委員の方、おられますか。この追加資料でございますが。 

 なしでよろしいですか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、追加資料の質疑、この程度としたいと思います。 

 ちょっと時間になりましたので、少し休憩をとらせてください。 

 再開、11時５分でお願いいたします。 

 

                                １０：５５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：０７再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、再開いたします。 

 その他の資料につきましてのご質疑のほうをよろしくお願いいたします。 

 

○ 中森愼二委員 

 私、ちょっと監査をしていましたので、２年ほど決算にかかわっていなかったんですが、

ちょっと苦言から申し上げていきます。 

 委員会資料、決算常任委員会資料の29分の５、主要課題及び今後の方針というところの

一番上ですが、保育の受け入れ枠を拡大したものの、依然として待機児童が発生している

ことから、引き続き、必要な保育の受け入れ枠の確保に努めながら、平成31年４月時点に

おける待機児童の解消を目指していくと、こういう主要課題、今後の方針が出ているんで

すけど、そうしたら、平成29年度断面の待機児童の実態がどうなっているのかという資料

が私、ついているのかと思ったら、どこにもついていないんだけど。そういう問題は口で
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は言っているけど、こども未来部としてその問題を正面からちゃんと受けとめていないん

じゃないかと思うんやけど、決算のベースとして、それはどうなっているのや。 

 

○ 川北こども未来部長 

 今、ご指摘いただきました決算概要の主要課題の一番上に書いてある項目でありますが、

当然のことながら、我々といたしましても、就学前保育、就学前教育の中で待機児童の数

をゼロにしていくということについては書かせていただきましたように主要課題というふ

うに認識をしているところでございますが、資料につきまして明確にあらわさなかったこ

とにつきまして反省しておりまして、次年度以降、決算の認定の際につきましては、そう

いったことに――恐らく中森委員おっしゃっていただいたのは一例でということやと思い

ますので――全体の中で、四日市市のこども未来部の主要課題について、主要課題に合う

ような形の資料を今後用意してまいりたいというふうに考えております。今回は資料がち

ょっと不足しておって、まことに申しわけございませんでした。 

 

○ 中森愼二委員 

 別に謝ってもらう必要はないんだけど、その状況がわかるものは何を見たらいいんです

か、それじゃ。平成30年３月末現在の四日市における待機児童の実態はどうなっているの。

入所待ちの児童の状況はどうなっているの。そんなことも示していなくて、こんな前段で

課題だって掲げていたところで、私たち、どう理解したらいいんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 先ほどの中森委員からの待機児童の件に関しましては、口頭で申し上げますと、平成30

年４月１日現在は、待機児童数33名、入園待ち児童数158名という実態ではございますけ

れども、ここ近年の待機児童と入園待ち児童数の資料のほうについては、至急ご用意させ

ていただきます。 

 

○ 中森愼二委員 

 それは当然資料として出さないといけないし、待機児童のカウントは９月１日でもして

いるわけでしょう、平成29年途中途中の。その分がどうであって、平成30年３月末でどう

なっているのかということもちゃんと示してもらわないけないし。あわせて、例えば、私
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は一般質問でも取り上げたけど、育児休業明けの待機児童の実態はどうなったんですか。

そんなことも全くわからないんでね。だから、そういうこともちゃんとデータベースとし

て出してもらって、そのことが、じゃ、どういう入所待ち児童に回ってしまったというこ

とが、希望園に入れないということからそういう傾向になっているのか、ちゃんとした分

析を私たちに提示してくれないと。市川前部長は平成31年４月にはもう待機児童はゼロな

んだと立派なことをおっしゃってみえたじゃないですか、ずっと。だけど、この平成29年

断面でも待機児童は出ているし、それらのところをちゃんと内容分析していないと、単に

保育の受け入れ枠をふやしただけで待機児童がゼロになるということにはなり得ないんじ

ゃないかと私らは思っているわけですよ。だから、こういう決算のときに、ちゃんとそう

いう内容分析をして議会に示すという形がとれていないと、この待機児童の問題にしても、

四日市にとっても、子育ての大きな課題じゃないの。だから、こども未来部がこの問題を

ちゃんと捉えていないとしか私は思えないんですよ、決算審査をしている中においてね。

ちょっと改めてそれを反省してもらわないかんし、その資料については早急に出していた

だきたいというふうに思います。また、これは、出た時点で審査をしたいもんで、早急に

資料を出していただきたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ちょっと確認させてもらって。 

 先ほど、中森委員からの資料要求でございますが、いかほどの時間がかかりますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 大変申しわけございませんが、昼一を予定にご用意させていただきたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 中森愼二委員 

 それはそれでお願いします。 

 それから、もう一つ、この間、保育園の職員さんから私たちのところにお手紙をいただ

いており、皆さん、来ていますか。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 いや、来ていないですね。 

 

○ 中森愼二委員 

 来ていない。あれ、僕だけもらったのか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 何か来ておった覚えある。 

 

○ 中森愼二委員 

 要は、かいつまんで言うと、保育園の職場はブラックだと。もっと処遇の改善をしてほ

しいという内容なんだけど。見てみると、保育園職場における臨時職員さんであったり、

嘱託職員の方であったり、保育士全体に占める正規職員率が低いという、これは前々から

も問題でそれはそうなんだけれども。 

その中で、例えば、休暇一つをとっても、臨時職員さんであったり嘱託職員さんのほう

を優先にとっていただくと。休暇消化はできても、例えば、希望日にはとれないとかいろ

いろさまざまなことが書いてあったんだけど、そこら辺のことの実態というのは何かつか

んでいるんですか。議員に対して、そういうお手紙を出しているということも知らないで

すか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 先ほどの中森委員のご発言のありました手紙については、こちらのほうは、ちょっと拝

見はしておりません。 

 ただ、その年休消化の点につきましては……。 

 

○ 中森愼二委員 

 それは、例えばの話ね。一例の話。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 
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 済みません。 

 年休消化の点につきましては、例えば、市職労を通じて、その保育現場において、年休

消化、正職員の保育士がとりにくいといったあたりは話を聞いております。例えば、今月

の保育園長会におきましても、その辺の状況を踏まえて、あくまでもその年休取得は自由

申請であるという前提に立ちながら、その園の運営においても、職員からの申請が出てき

た折は、園運営を見計らって要は対応することということで周知を図ったところでござい

ます。 

 そして、また、昨年度、当決算議会において保育士の時間外の現状についての議論がご

ざいまして、その点につきましても昨年度来周知を図っておりまして、微々たる実績とし

て、平成29年度の保育士の平均時間外において――時間がふえたことはどうかは置いてお

きまして――実績として、現にならった申請数で申請していただいて、平成28年度におい

て、現状にならったところでの時間実績が上がっているというところでございまして、引

き続き、この点を含めましても、年休取得がとりにくい、また、あたりといったところに

つきましては、園長会を通じて等、徹底してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 これも資料で昼から用意してほしいんだけど、公立23園と認定こども園が２園がありま

すよね。ここにおける園別の正職員人数と臨時、嘱託職員――パートさんという言い方を

しているかちょっとわかりませんが――そこらの人員構成と時間外の実態がわかる資料、

それから、人件費の構成も少し出してもらえませんか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 大西保育幼稚園課長、昼一、準備できますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 園別の職員構成の人数はご用意できまして、それで、時間外につきましては、園別集計

の、園別の月当たりの平均を出すということでよろしいですか。 

 

○ 中森愼二委員 
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 例えば、正職員は時間外をカウントしており、十分わかると思うんですけど、臨時職員

さんとか嘱託職員さんというのは、どういうふうなんですか。時間でシフトで入っている

と、時間外にはならないわけですよね。ごめんなさい、例えば園別の時間外というのは、

正職員しかわからないということですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 集計としては、園別の正規職員を範囲でご提示させていただきたいと。 

 

○ 中森愼二委員 

 臨時とか嘱託職員さんの部分は、勤務時間が、その人によってシフトで決まっている部

分を超えたら、それは時間外という部分ではないわけね。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 例えば、臨時職員におきまして通常時間勤務7.75時間の方でありましたら、これ以外の

勤務をされた方は、時間外対象となってきます。 

 

○ 中森愼二委員 

 じゃ、そこら辺は、分けてわからないんですか。時間的に無理だということかな。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 大変申しわけないです。臨時職員の方の時間外の集計については、少し時間を要する次

第でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 わかりました。 

 あと、もう一つ、私のよく耳に入ってくるのが、園に臨時職員さんが長期で勤務をして

いる関係で、もう園長すらが遠慮をしていると、その人に。 

 やっぱり臨時職員さんといえども、ローテーションをある程度組んで転勤をしていただ

かないと、園長が遠慮をしていて、正職員も遠慮していて、人間関係も非常に複雑になっ

ているところもあるということも聞いています。事実いろんな問題も起きていることも、
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過去、市川部長のときに私もお話ししたことがあるんだけど。そういった意味で、臨時職

員さんのローテーションをしようとすると、もうやめるというふうに言われるんで変えれ

ないというようなことを言われているんだけれどもね、そこら辺の実態もちょっと資料と

して教えてください。勤務年数というか、平均的なものでもいいんですけど。 

 また、それは、資料をいただいたところで、昼から議論したいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 用意できますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 現在の勤務中の臨時職員の在園年数を平均で出すということでよろしいでしょうか。こ

ちらにつきましても、少しお時間を頂戴するんですけれども、ただ、方針といたしまして

は、５年をめどに、要は、異動といいますか転園をかけるというところでの調整をしてお

ります。 

 

○ 中森愼二委員 

 じゃ、５年を超えている臨時職員さんの人数を出してください、園別に。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 可能ですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 昨年度末の時点で５年を超えている臨時職員の人数を計上したいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 大西保育幼稚園課長に申し上げますが、中森委員の資料、大変重要な資料だと思います

ので、資料、出次第、順次その質疑に入っていきますので、まず、昼一から提出いただけ

る資料は出していただいて、逐一その辺、提出のほうをよろしくお願いします。 

 部長、よろしいでしょうか。中森委員、よろしいですか。 

 他にご質疑のある委員の方、おられますか。 
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 よろしいですか。 

 

○ 藤田真信委員 

 じゃ、ちょっと、一つだけいいですか。ちょっと細かいところで何点かお伺いしていき

ます。 

 まず、ちょっと資料にはないんですが、ことしの広報よっかいちの８月下旬号に、ちょ

っとだけちらっと５歳児保護者アンケートということで、５歳になるお子さんの保護者の

皆様を対象にすくすくアンケートを実施していただいていますということで、その回答を

ということで載せていただいていると思うんですけど、まず、すくすくアンケートなんで

すが、簡単にで結構ですので、どんな内容であるかというところをちょっと確認させてい

ただいていいですか。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 こども発達支援課長の牧野でございます。よろしくお願いいたします。 

 ５歳児保護者アンケートということで、名前のほうはすくすくアンケートとさせていた

だきまして、対象としては、ことし５歳になる子供さんということで、保育園等であれば

年中さんというようなことになるんですけれども、平成24年４月２日から平成25年４月１

日生まれの子供さん、済みません、ことしに関しては平成25年４月２日から平成26年４月

１日生まれの子供さんを持つ保護者の方々に配付をさせていただいております。 

 アンケートの内容としましては、成育歴、生活習慣、その他、運動、言語等につきまし

て、あと、行動、社会性、そういった気になる行動やくせ、そういったあたりにつきまし

て、36項目の調査票、アンケートをお送りをさせていただきました。配付方法としまして

は、各幼稚園、保育園を通じて配付をさせていただいております。 

 市内の幼稚園、保育園に関しましては、私立も含めまして園のほうから配付をさせてい

ただきまして、市外の園に通っているような子供さんたちにつきましては、直接郵送のほ

うでご家庭のほうへ送らせていただきまして、返信のほうは、返信用封筒を入れさせてい

ただいておりますので、直接私どもこども発達支援課のほうへ送っていただくというよう

な形で、先月８月の末から各園、私立は先月の末、今月の頭は園長会のほうで公立のほう

は配付させていただきまして、今週、市内の園に在籍していない子供さんにつきまして、

郵送のほうで送らせていただいたところでございます。 
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○ 藤田真信委員 

 どんな感じで配付して……。回収も、要は園中心にということですよね。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 返信につきましては、もう直接私どものほうへ返送をいただくような形で、返信用封筒

を一緒にお渡しさせていただいております。 

 

○ 藤田真信委員 

 うち、娘が対象だったんですけど、返信したかちょっと覚えていないんですけど、ごめ

んなさい。 

 結局、先ほど――ごめんなさい、聞き漏らしていたら申しわけないです――幼稚園とか、

保育園とか、こども園というのは、そこから私立も含めて保護者に出してもらうと。それ

以外、園に通っていない児童に対しては、どういう感じなんですか。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 小規模とか、あと、市外の園に通われているような子供さんにつきましては、私どもの

ほうから、市内の各園からお配りさせていただいた方以外につきましては、直接ご自宅の

ほうへ郵送というような形で、また、市役所のほうから直接郵送という形で配付をさせて

いただきました。 

 

○ 藤田真信委員 

 平成29年度もやっていただいているんですよね。回収率というのは、どれぐらいですか。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 送付件数2754人の子供さんの保護者について配付をさせていただきまして、1934人の子

供さんの返信がありました。回収率としましては、70.2％ということになっております。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 
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 その分析とかを簡単にで結構ですので教えていただいていいですか。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 こちらのほう、子供さんの、こちら、保護者の方の目線で気になるところということで

チェックをいただきまして、そのアンケートの中にこども発達支援課のほうの相談、発達

面につきまして希望されるかどうかというようなチェック欄もありまして、そちらのほう

をご希望される方々につきまして、昨年度125人の方に個別に私どもの保育士とか言語聴

覚士のほうが電話連絡を最初させていただきまして、子供さんの状況等をお話を伺いなが

ら――既に一定程度の障害をお持ちで支援に既につながっている方ももちろんいらっしゃ

ってはいたんですけれども――そういった中で、さらに少し詳しい話をというようなこと

で、私どもの市役所のほうへ直接来訪、来ていただきまして、臨床心理士とか言語聴覚士

の相談に乗らせていただいた方々が６人いらっしゃったというようなことでございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 正直な感想なんですけど、これを全否定するということではないんですが、アンケート

をとって、園の協力もいただきながら、保護者も書いて、出して、それを抽出して、分析

して、また対応してというふうな手間というかそういう丁寧な対応をしていただいている

ということだと思うんですけど、健診のほうに切りかえたほうがすぱっと行くのではない

かというふうなご意見もあるんですけど、その辺はいかがでしょう。 

 

○ 牧野こども発達支援課長 

 健診という形でさせていただくことなんですけれども、まず、特に５歳児のこのアンケ

ートにつきましては、基本的には発達障害等のおそれのある方々を少し拾っていくような

形の健診になってくるかとは思うんですけれども、ほかの市町の情報なんかもいろいろと

お話を伺いさせてはいただいているんですけれども、なかなか専門的な児童精神の心理面

を特に診られる児童の精神科の先生方が極めて少ないということで、なかなかほかの市の

お話を聞くと、なかなか小児科としてはあっても、なかなか専門性という意味では難しい

というようなこともございまして、あわせて、私どものほうでは、従前から幼稚園、保育

園のほうで子供の発達に行動面とか気になることがありましたら巡回相談という形で、従

前、幼稚園の、保育園のほうの先生方と保護者が相談してうちに上げていただいたり、私
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どものほうで、児童精神のドクターも月１回来ていただいておりますので、そういったも

のにつないで今までもさせていただいておりましたので、こちらの今回のアンケートにつ

きましては、なかなか園の見立てと保護者の見立てが行き違っているような場合に、こち

らの市のほうからお母さん方に、どうですか、不安はないですかというような形でお声が

けをさせていただいて、その中で、お母さん方の声を聞きながら、今までの必要なうちの

ドクター相談とか、言語相談とか、臨床心理の相談のほうへつなげていくという形で、今、

させていただいております。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 その手法と効果という部分で、どの手段がベストなのかというのは、絶えずやはり研究

していただかないといけないと思っています。 

 やっぱり、５歳児というのが、小学校に入る前という段階の中で非常に――この部分だ

けじゃないですけど――いろんな意味で非常に重要な年だと思うんですよね。ですので、

やはり、ピンポイントで情報把握ができて――簡単にね――即、例えばいろんな事業、今

Ｕ－８とかいろいろやってもらっていますけれどもそういった事業に結びつけられるよう

な就学する前の段階でも、ある程度の対応ができるように。就学してからと就学前と対応

が違うことによって就学先だって変わってくる可能性だって出てくるわけやし、就学して

からの児童のスタートも全く変わってくる可能性もあるので、そこは、もっともっと研究

をしていただきたいと思います。それは、意見で。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 要望でよろしいですか。 

 

○ 藤田真信委員 

 これはこれで要望でお願いします。 

 ごめんなさい、もう12時かなと思ったら、まだ30分もあった。頑張ります。 

 済みません。その次なんですけど、76ページを見ていただいて、主要実績報告書……。

違うわ、76ページじゃないな。子ども医療費助成のところって、どこにありましたっけ。

76ページか。 
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○ 荒木美幸委員 

 76ページ。 

 

○ 藤田真信委員 

 76ページですね。大丈夫ですね、資料としてあるのは。 

 一般質問等でもいろいろとあると思うんですけれども、所得制限という部分でのご指摘

なんですけど、ちょっと重たい話ですが、将来的に撤廃していくとかというような方向性

とか、それの研究とかというのは、したりとかしていますかね。その辺だけお聞かせいた

だけますでしょうか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 一般質問のほうでもありましたし、全国的に見ますと所得制限を撤廃している市も多い

というところはございますので、その辺の状況とかも見ながら研究をしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○ 藤田真信委員 

 その研究結果って、大体どれぐらいで、何か一つの目安として、これぐらいに一回ちょ

っと出しておきたいなというのってありますかね、時期的に。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 現在のところ、具体的にいつまでにというところまでちょっと定めているわけではござ

いませんので、ちょっとその時期は今ちょっと申し上げづらいところがございます。 

 以上です。 

 

○ 藤田真信委員 

 調査、研究だけしっかりやっていただくようにお願い申し上げます。 

 

○ 諸岡 覚委員 
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 関連。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか、藤田委員は。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 今の所得制限のところで、私はね、世の中というのは、高額所得者がそれ相応に負担を

して、世の中に万遍なくお金を回していくというのが当たり前のことだと思っていて、私

は所得制限というのはあっていいと思うんですよ。 

 まだ、世の中では、所得制限を撤廃しているところというのは少数派ですよね、全体的

に言うと。 

 今、何となく空気感で撤廃する空気がふえているけれども、であるならば、その理屈で

言うならば、子供にかかわる部分を全て所得制限撤廃なんかって、そうではないですよね。

何でここだけ特出しで所得制限、所得制限という話になったのかさっぱりわからないんで

すけれども。 

 役所としては、高額所得者がより多くのお金を出して世の中を回していってもらうとい

うのは、教育に限らず全ての部分で本来その考え方って必要だと思うんだけれども、その

辺の考え方は、やっぱり子供の部分というのは聖域で別枠で考えるべきということですか。

であるならば、子供に関する部分は全て所得制限を撤廃していかないと理屈に合わんと思

うんですけど、いかがですか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 先ほど、研究していくと申し上げたのは、いろいろ一般質問とかでも意見をいただきま

すのでというところでございますけれども、子ども医療費の助成自体は、福祉医療費の助

成の制度の一環でございまして、福祉政策としての税の所得再分配といった意味合いの性

格がございます。 

 そういったところから行きますと、他市の状況とかは見ていくものの、他市がみんなす

るからといってすぐに飛びつくものではないというふうには思っております。あくまでも、

医療制度は福祉政策の一環というところがまず第一にあるかというふうに思っております。 
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○ 諸岡 覚委員 

 一回、ちょっと委員長もずっと気にしていましたので、流れの中で議員間討議をしてい

いですか。流れの中で。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい、じゃ。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 藤田委員にお聞きをしたいんやけれども、藤田委員は、先ほどのお話の中で、所得制限

は撤廃したほうがいいんだというニュアンスのことをおっしゃっていましたけれども、私

は、先ほども述べたとおり、世の中には所得の少ない人と多い人がいる、そういった中で

高額所得者がお金を多目に出していくというのは、いわゆる自由経済社会の中においては

当然のことだというふうに思っています。ただ、世の中には、子供に関する部分は、親の

収入は関係ないという議論もあります。 

 しかし、高額所得者が子供の医療費を有料だからケチろうかということは多分ないと思

うんですよ。低額所得の家で子供の医療費がないから病院に行けないというのは、これは

あると思うけれども、高額所得の家が子供の医療費をケチるということは、ほぼほぼない

と思うので、そんなに心配しなくてもいいと思うんだけど、藤田委員は、どのようにお考

えですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ただいま、諸岡委員のほうから議員間討論……。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 討議ですね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ごめんなさい、議員間討議に対してご提案をいただきました。 

 内容といたしまして、こども保健福祉課の各種医療費助成の中の子ども医療費の助成に

ついてのご提案でございますが、委員の皆様に確認させてください。 
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 このテーマで議員間討議について、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、済みません、折ってしまいましたが……。 

 テーマは、よろしいですか。 

 

○ 荒木美幸委員 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 諸岡委員から藤田委員に対して議員間討議の振りがありましたので、よろしくお願いし

ます、藤田委員。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっと初の試みなんで緊張しますけど。 

 本当に、諸岡委員のおっしゃったこと、正論だと思っています。先ほどご答弁の中にも

ありましたけれども、やはり、所得に応じた部分での再配分での中での援助ということや

と思いますけれども。 

 ただ、ほかの自治体が取り組んでいるか否かというのはちょっと置いておいて、私の個

人的な意見としては、子供に対する施策というのは、やっぱり今後のこの自治体の運営と

いうかあり方については非常に重要な分野だと思っています。特に子育て支援というのは、

どこの自治体でも政策の重点的な柱になりつつあるというのはあって、特に四日市でもそ

れでやっていこうというふうな大きな方針がある中で、じゃ、だからといって諸岡委員の

おっしゃるように全ての子育て支援事業に対して予算をもっともっと使えというふうな話

になるかというと、それはそうならないというふうにも思っています。 

 ただ、やはり、今回のテーマである医療費の部分というのは、所得がある、ないとかと

いうのは親の部分なんですけれども、子供の命を守るというふうな、命とか健康であると

かそういったものを守っていくというふうなテーマに関しては、これは医療費だけじゃな
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いですけれども私は重点的に予算配分していってもいいんじゃないかなというふうな思い

もあります。その一環としてこれはあるんじゃないかな。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 諸岡委員からの、子ども医療費助成事業の中の所得制限についてどうあるべきかという

ので、今、諸岡委員は、所得制限は、高額所得者は所得制限が必要。それを撤廃するなら

ば全てにおいてということで。藤田委員は、それに対するご意見をいただいたわけですが、

他の委員の皆様で……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 済みませんが、ディベートではございませんので、議員間討議でございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○ 荒木美幸委員 

 子供の医療費ということですが、やはり、今の日本の大きな問題は、もう、皆さんご存

じのように少子高齢化に伴う人口減少ですので、社会保障をどのように守っていくかとい

うことは、もう一番の最重要課題ですよね。それから、どのように分配していくかという

こともすごく大きな問題だと思っています。 

 もちろん、窓口負担をゼロに、所得撤廃をしてねということはもちろんやぶさかではな

いのですけれども、先日の一般質問でも最後に市長が答弁をされたと思いますが、そうい

ったことも目配りをしながら、しかし、まだ、もっともっと手厚くしてあげなければいけ

ない子供施策の部分にやはりお金をかけていきたいというような答弁があったかと思うん

ですが、私も、それはそうだと思っていて、実は、この後少し質問をしようかなと思って

いましたが、例えば、新生児の聴覚スクリーニング検査などは、今、非課税世帯だけです

ね、補助が出ているのは。でも、これは、やはりゼロ歳の生まれてすぐ、聴覚に関するこ
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とですからきちんとしてあげる必要があると。それ以外の世帯は自己負担でやっているわ

けですね。そういったところをもう少し裾野を広げてあげたりとか、そういったことに少

し工夫をしながらやっていくべきではないのかなというふうな考え方を持っております。 

 ですから、今の時点では、これから市の財政状況がどうなっていくかわかりませんので、

もしかしたら所得撤廃をしても大丈夫というような状況になっていくかもわかりませんけ

れども、今のこの2018年のこの状況においては、現状でいいのかなというふうに私は思っ

ております。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 諸岡委員の意見と同じように荒木委員も、所得制限は今、設けるべきであると。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 現状。 

 

○ 荒木美幸委員 

 今、現状はね、現状は。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 現状は設ける。 

 藤田委員におかれては、その辺、もう少し検討していってもいいんじゃないかと。 

 藤田委員、どうぞ。 

 

○ 藤田真信委員 

 その時期については、ちょっと答弁でも、どれぐらいで調査、研究をということでお聞

きしましたけれども、基本的にどのタイミングなのかなというのは、先ほど荒木委員おっ

しゃったように、財政との兼ね合いもあるし、ほかの事業との選択ですよね。どういうふ

うにどこに集中していくかという選択というのは、これは子供の子育て支援だけじゃなく

て、いろんな政策では重要なんですけれども、そこはやはりクリアというか、そこの議論

をしっかりと踏まえた上での撤廃するなら撤廃するというふうな結論になっていくと思う

んですよね。だから、ハードルはあると思います、時期であるとか、選択と集中であると
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か、財政的な。そういうのはあるとは思うんですけれども、ただ、その合意が得られれば、

市民の皆さんも含めて、やっぱり高額の所得があったとしても、子供たちの命を守るとい

うふうな部分の一つの選択として、優先順位として高く位置づけてもいいんであるという

ふうな合意形成が議会も市民の中でも得られるのであれば、それは、早期に撤廃してもい

いんじゃないかなというのは思います。今やれ、すぐやれというのは、やっぱりちょっと

暴論というかね、なかなか難しい。クリアしなければならない課題というのはたくさんあ

るので、次にすぐ補正を組めよとかというふうなところまでは私は思っていません。ただ、

なるべく早期にという思いはあるというのは、私の意見としては申し上げておきたいと思

います。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 皆さんの意見をお聞かせいただいて、よかったというふうに思います。これで、だから

といってどうまとめようとか、そんなつもりも私はないので、今期から議員間討議を活発

にという議会の方針もあったんで、１回、物は試しに提案してみたというだけですので、

ありがとうございました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 今決算において初めて議員間討論が行われました。子ども医療費助成事業についてでご

ざいますが、基本的には意見の一致は見られなかったというふうに思います。 

 従いまして、本件につきましてここで終結させていただきますが、委員の個別の意見を

分科会長報告に記載するということにとめおきたいと思いますが、それでよろしいでしょ

うか。それで、少し、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、そういう形で全体会においてさせていただきたいと思います。 

 他にご質疑は。 

 

○ 荒木美幸委員 
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 資料に時間がかかるんだったら……。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに、他に、資料要求の方は。 

 

○ 荒木美幸委員 

 資料要求はないです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ないですか。そしたら、午前中、この程度で。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 休憩前に太田副委員長からご質問ありました、虐待のところの市外からの転入の数字を

報告させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 今、もうできますか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 はい。口頭ですけれども。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 口頭でよろしいですか。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 いいです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 お願いします。 
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○ 藤田真信委員 

 委員長、いいですかね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい。 

 

○ 藤田真信委員 

 できればで結構なんですけど、中森委員の二つ資料ありましたよね。その中で、まず、

待機児童の話があったと思うんですけど、平成29年度だけじゃなくて、ちょっと過去何カ

年かさかのぼっていただければありがたいなというのが一つと。いけますかね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ちょっと待ってください。 

 大西保育幼稚園課長、可能でしょうか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 ご用意させていただきます。 

 

○ 藤田真信委員 

 よろしくお願いします。 

 あともう一つ、保育士の待遇というか処遇なのかな、労働環境なのかな、ちょっと中森

委員の資料請求がありましたけれども、処遇改善の議論がありましたよね。その辺の経過

とか流れについて、まとめれる分だけで結構ですので、またいただければと思いますけれ

ども。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 可能でしょうか、資料のほう。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 
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 これは、審議に影響するということで、今、用意できるものという理解でよろしいでし

ょうか。 

 

○ 藤田真信委員 

 処遇改善の予算って、いつのときについた予算でしたっけ。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 昨年度の11月補正でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ということは、決算には、かかわるのには、かかるんですかね、あれ。かかるね。じゃ、

一応、それ、できる限りで結構ですので、処遇改善の予算がどういうふうに使われて、ど

ういうふうな結果という簡単な資料を出していただければありがたいです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 大西保育幼稚園課長、資料の準備できますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 はい。ご用意させていただきます。 

 ただ、中森委員の資料もいただいておりますので、順にちょっと提示させていただくと

いうことでご了承願いたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしくお願いします。 

 他に資料要求の方、ないですね。 

 そうしたら、済みません、棚橋こども保健福祉課長、済みません。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 太田副委員長からご質問いただいた市外からの転入の件ですけれども、平成29年度で40

件でございます。ですので、今は、882分の40という形になります。 
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 以上です。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 そうすると、そういうときの報告書って、例えば、四日市が出す場合もそうなんですけ

れども、経過とか経緯、例えば、小学生だったらどのぐらいの時期からとか、就学前から

なのとか、どういう対応をされたとかって、そういう報告書はこちらが送るときもそうで

すし、向こうからいただくときも、そういう経緯というのは細かく記載されているんでし

ょうか、対応方法だったりとか。 

 

○ 中川こども保健福祉課家庭児童相談室付主幹 

 他市から送られてきた調書は、かなり詳しく個人情報を含めて前の市のほうでの対応が

記載されておりまして、それを読めば他の市でどのような対応が行われていたか、何が問

題であったのか、そういったことが全てわかるものを送ってもらうようにしております。 

 ただ、市によっては緩急がありまして、その辺がわからない場合もありますので、それ

については個別で電話等で聞くこともございます。 

 ただ、その電話で聞いてもなかなかわかりにくいというケースもありますので、その場

合については、もう一度家庭児童相談室のほうで家庭訪問等を繰り返しながら情報を集め

た上で、もう一度どのように対応していくかということを検討しております。 

 以上です。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 四日市の場合も、細かく書いて相手先にお渡ししているわけですか。 

 

○ 中川こども保健福祉課家庭児童相談室付主幹 

 四日市のほうから転出していった方についての情報提供については、この資料の中にも

ございましたが、電話をまずします。それから、文書を送ります。その文書の中には、今

までの経緯、どのような経緯でケース受理に至ったか、それから受け付けの経緯、そして

対応の経緯、何が問題なのか、そういった全ての情報を載せた上で相手方に提供します。 

 ただ、これも、先ほども少し話がありましたが、相手方が、やはりそういった調書を出

しても、なかなか重く受け取ってくれないというケースがございますので、その場合は、
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できる限り、もう相手のほうに行って説明をしております。 

 ただ、やはりすごく遠いところに引っ越される方がいらっしゃいます。平成29年度につ

いては青森とかがいらっしゃいましたので、そういったケースについては、もう本当に電

話とかその辺でやりとりをしておりますが、例えば愛知県とかそのような行けるところに

ついては、可能な限り訪問等、向こうの児童相談所、向こうの市のほうと共同して訪問等

もしております。 

 以上です。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 ありがとうございます。 

 そのぐらい細かい、余り遠方地はあれかわかりませんけれども、ただ、物すごく気にな

ったのが、東京都の目黒区のかわいらしい女の子が亡くなったところなんですけれども、

あれももう少し踏み込んだやりとり、かなり温度差があったように思うもので、その辺も

やっぱり今後とも注意してもらって、守れる命はやっぱり守る。それが自分のところを転

出された子だから関係ないじゃなくて、やっぱり、そういった部分でもかかわっていただ

くように。また、転入してきた子供たちにとっても、いい環境というかをつくってもらう

ように、これは意見ですので、お願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしくお願いいたします。 

 他にございますでしょうか。 

 午後の資料の時間だけ。つくってもらわないかんので、ちょっと。 

 ちょっと委員の皆様に申し上げます。資料の作成に少し時間がやはりかかるということ

でございます。再開を13時30分ということでご了解いただきたく、よろしくお願いいたし

ます。 

 

                                １１：５３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：３０再開  
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○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、再開いたします。 

 

○ 中森愼二委員 

 済みません、ちょっと手紙をとりに、家へ忘れておったもんで持ってきました、済みま

せん。 

 それで、委員長を含めて皆さんにお願いなんですが、その手紙は３枚物なんですが、私

これ、匿名の手紙なので、私のポリシーとしては匿名の手紙については扱うことはないん

ですけれども、子供に関する保育園のことの現場のことなので、一度皆さんに見ていただ

いて、その中で少し質疑をして事実確認もしたいなと。その中で気になるのは、労働基準

法違反じゃないかということも書かれているので、そういう事実があるのか、ないのか。

このことで、私は審議、審査を引っ張るつもりは全くありませんので、できれば、皆さん

ちょっと見て、手元にお配りできればいいかなと思うんですが、委員長のほう、ちょっと

お諮りをいただければ、どうでしょう。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 先ほどの中森委員のお話のとおりでございますが、委員の皆様、何か問題はありますか。

問題がなければ、配付したいと思いますが。 

 それでは。 

 

○ 中森愼二委員 

 理事者の方にも見てもらって。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 理事者のほうにもよろしくお願いします。 

 

○ 中森愼二委員 

 諸岡さんには行っているということなので。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 一読の時間が必要でしょうか。それか、もう……。 

 

○ 中森愼二委員 

 ちょっと見てもらう。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 少し一読してください。一読できましたら中森委員のほうから始めていただきますので。 

 いかがでしょうか、皆さん。 

 

○ 藤田真信委員 

 もう大丈夫です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 それでは、中森委員、よろしくお願いします。 

 

○ 中森愼二委員 

 大きくは４点、５点ぐらいかなとは思うんですが、その中で私は特に重きを置くのは、

２ページ目の一番上からの労働基準法違反ではないかという、実際に時間外をしているの

につけにくい、あるいはつけれない、あるいはサービス残業するのが当たり前だのような

感覚が保育園の中にあると。また、園長においても、そういう認識の方があるんではない

かと。保育幼稚園課では園長会で言っているというものの、末端まではそういう認識が届

いていないというような実情かなと思っていまして、特に心当たりが、実際の保育の現場

の中で、ここに書かれているようなことが行われているのかどうかということについて理

事者のほうではどのように捉えてみえるのかというのをまずちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 保育士の時間外につきましては、午前中も申し上げましたように、昨年度の決算議会に

おきましてもご指摘を受けている次第でございます。 
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 その折には、時間外の適正化については行われているというところの前提に立っており

ましたけれども、再度その決算議会以降、園長会を通じまして全職員に対して時間外の申

請を適正に――ましてや決算議会のほうでも、先ほど中森委員がおっしゃったように末端

に指示が行き届いていないではないかというご指摘もありましたものですから十分そのあ

たりも踏まえた上で――要は周知徹底を図ったところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 それは、いつの園長会で周知徹底を図ってもらったんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 決算議会が終わった折のすぐの園長会、そして、年内において２回ほど指示はさせても

らっております。 

 

○ 中森愼二委員 

 昨年の10月の決算議会が終わってからということですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 決算議会が終わってから周知のほうを、まず、させていただいております。 

 

○ 中森愼二委員 

 これが私のところへ来たのがことしの８月20日なんです。ということは、そういう指示

が保育幼稚園課から現場のほうに行われたにもかかわらず、こういう実情がまだ現場では

残っているということを訴えられてみえるようなんですよね。私は保育の現場、つぶさに

行っているわけではないので、このことが事実だとすると、園長会における周知がまだ十

分ではないのではないかと、そういうふうに受け取れるんですが、その辺はどうなんでし

ょうかね。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 先ほども申し上げましたように、まさに昨年度の決算議会での議論を踏まえた上で、要
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は、そういうことがないようにということで、表現はあれですけれども、要は、適正に行

われるということを今まで以上にといいますか、指示はしたところでございます。その点

につきましては、園長会のほうでの出席園長も理解をしていただいたということでこちら

も思っていた次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 そうすると、この手紙に書かれている内容は、実態には合っていないんだと、そういう

理解でいいんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 時間外の点につきましては、要は徹底されたというところで、今、現時点では理解して

おります。 

 

○ 中森愼二委員 

 そうすると、去年の指示は平成29年の10月断面の決算期が終わってからの園長会での指

導が行われたというわけですから、それ以降、対前年度月比で見たときには、時間外がふ

えているということですね、各保育園とも。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 時間外月平均時間としまして、平成28年度11時間であったものが平成29年度14時間とな

っております。単純に時間だけを見ると、要は、適正に申請されたという結果になってお

ります。 

 

○ 中森愼二委員 

 昨年の10月なので、それ以降の指示に伴う時間外の増ということしかないので、もう少

し経過を見ないと１年間を通しての部分というのはつかめないと思うんですけれども、保

育幼稚園課としては、指示した内容についての時間外がふえた形で実績が出てきていると、

そういう認識をしているというわけですね。 
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○ 大西保育幼稚園課長 

 昨年度の上半期以降になりますけれども、実績としては数字で確認しておりますので、

浸透は図られたかなというところのこちらの理解でおります。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 そうすると、改めて聞きますが、過去平成27年、平成28年、あるいは平成26年、その推

移の中で、例えば３時間とか４時間、平均でふえているような断面はないということです

か。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 いいですか、大丈夫ですか。調べてください、資料を先に。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 済みません、お時間を頂戴しまして済みません。 

 先ほど申し上げましたように、平成29年度が14時間、それに対しまして、ちょっとさか

のぼってまいりますが、平成28年度が先ほど申し上げましたように11時間、平成27年度は

９時間といった状況でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 わかりました。 

 もう少し推移を見てみないと平均のところはわかりませんが、できましたら、また後日

で結構ですが、各園の平成27年、平成28年、平成29年の平均時間外の推移のようなところ

がわかるようなものがあればお示しをいただきたいと思っています。 

 特に、全園がその傾向なのか、あるいは園長の指導による偏りというのもあるかもわか

りませんし、このご意見をいただいた方がどこの園に所属しているのかも私全くわかりま

せんが、そういう事実関係を、やっぱり議会としてきちっとつかませていただいて、その

部分の改善が図られているのかどうかと、そういうこともちょっと来年の決算に向かって

そういう資料づくりもぜひしていただきたいなと。来年の決算に向かってですね。そうい

うふうな中で、委員会として、こういうことの事実関係がどう改善されているのか、ある
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いは、園の特定においては、そういう問題があるのかどうかと、こういうことも我々の中

では確認をしていきたいと思っていますので、そういうことで、委員長、また、ぜひ、継

続的な、この部分についての委員会としての取り組みをしていきたいし、来年度決算に向

けて、その部分についても配慮いただきたいし、この決算としては資料をまた後日、一般

審査が終わってからで結構ですのでお願いしたいと思っています。 

 それから、続けてよろしいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 続けてお願いします。 

 

○ 中森愼二委員 

 済みません。 

 それで、あと、気になっているのは、２ページ目の下のほうにある保育士の正規職員の

採用人数のことなんですが、本年度と昨年は25名だけれども、来年度、平成30年度は15名

と、10名ほど減っているようだと、減るようだというようなことも言われているんだけれ

ども、ここら辺の採用人数の考え方について、何かあれなんでしょうか。ちょっと決算に

絡めてということでご理解をいただきたいんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 保育現場の実情としましては、やはり、正規職員が全職員の半数を割っているというと

ころの状況がございます。ですので、半分以上が臨時保育士の方々に保育現場を助けてい

ただいて運営をやっている状況でございます。 

 そんな折でございますので、新規採用、保育士の採用につきましては、来年度採用につ

きましては15名ということで、ここ何年か内の二十台の数字よりは若干採用予定人数とし

ては減っておる次第ですけれども、目標、計画としましては、全職員の過半数を上回るよ

うな正規職員の体制が望ましいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 平成29年度の決算として、平成29年度は25名の採用が来年度は15名に減るという関係性
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というのは、平成29年の決算を踏まえて――ごめんなさい、平成31年度の採用になるのか

――そこら辺のところの減っているというのは、保育現場で困っている状況を訴えられて

いるんだけど、そこのところはどういうことなんですか。正規職員の保育士は職員総数の

半分は確保すると、半分以上は確保すると。そうすると15名でいいんだと、そういうこと

ですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 目標としては、要は、現場の保育士の方々の半分以上が正規職員であるというところが

目標でございまして、ここ数年、25名、24名といった実績で踏まえてきましたけれども、

今年度に限っては、先ほど申し上げましたように採用予定人数としては15名程度というと

ころでございますので、ここ数年よりは採用人数としては少ないものの、冒頭申し上げた

ような計画は持っておる次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 一旦、私、これで終わります。皆さんのほうでお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他の委員の方。 

 

○ 荒木美幸委員 

 済みません。この匿名の方のお手紙の中に、先ほど中森委員も質問されていらっしゃっ

た関連になるんですが、２ページ目の上から13行目ぐらいになるでしょうか、十二、三行

目、園長先生たちの感覚が、保育園ではサービス残業は当たり前、自分たちもそのように

してきた、時間外がふえると保育幼稚園課からにらまれるというようなちょっと表現があ

るんですね。適切に時間外をつけるということを園長会で周知をしていただいている一方、

園長からこのような発言があるということにつきまして、にらまれると思われるような言

動といいますか、事実そういうのはあったんでしょうか。それをちょっとお聞きしたいと

思います。 
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○ 大西保育幼稚園課長 

 こちらの表記におきましては、現状におきましてはこのようなことはないといった前提

で、園長会を初め、指示をしている次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ということは、そういったことはないという、身に覚えはないと、そういうことはして

いないということですね。 

 ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 荒木美幸委員 

 はい。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっと論点が全く違う質問なんですけれども、この文書の中身を見る限り、多分職員

の方が書かれた内容なんだろうな――これが事実であればね――という文書なんだけれど

も、ちょっと今、ネットでちゃちゃっと調べてみたんだけれども、これって、いわゆる公

務員の守秘義務違反に当たる文書であるのかなという気もするんだけど。これ、文書の中

身を見て、どうですか。違反文書に当たるものですか。もし、職員が書いたと仮定して。

職員かどうかわからないですよ、もし職員だとしたら、違反文書ですか、これは。職務上

知り得た内容を関係者外である議員に郵送しているわけですから。どうですかね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 少し時間、要りますか。どうですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 というのはね、もし違反文書であるなら、違反のものをベースに議論するわけにはいか
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んし、違反じゃないんやったら、これをベースに議論したいなと思うし、それはどうかな

と思って。違法なものなら、違法なものをベースに議会が論じるわけにはいかんのでね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 少し時間、要りますか。どうですか、部長。 

 

○ 川北こども未来部長 

 私も、これ、初めて見せていただいたばっかりですので、これをもってこれが守秘義務

違反に当たるかどうか。少なくとも、一読した限りでは個人情報的なものはまずございま

せんので、そういった面ではいいかなと。 

 ただ、今、委員おっしゃられたように、知り得た秘密をということについては、ちょっ

と今すぐ私どものほうで、まことに申しわけございませんが、マル、バツという形でお答

えできないような状況でございます。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 了解しました。結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 そうしましたら確認を。諸岡委員、確認は。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 別にほかの人に強要するつもりはないけれども、私は、あやしいものはベースにして議

論したくないので、私は、ちょっとこの議論からは引きます。 

 ただ、別にこの委員会で強要するつもりはないので、委員長の判断で進めてもらってけ

っこうです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 確認ってとれますか、すぐに、その辺は。難しいですか。 

 

○ 中森愼二委員 
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 逆に、諸岡さんのほうで、ここが守秘義務違反に当たるんではないかと思われるところ

があるんなら、逆に指摘したってもらったほうが理事者もわかりやすいんじゃない。判断

しやすいんじゃない。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 全般的に業務上知り得た知識というのが非常にいろんな部分で散見されて、どの部分と

言われるとちょっと困るんだけれども、全般的に業務上知り得た知識がいろんなところに

散りばめられているので、恐らく職員の人によるものなんだろうなという、推測です、こ

れは。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 質疑の進行に当たり確認したいと思いますので、大西保育幼稚園課長、どうですか、確

認できますかね。10分、15分、例えば、少し休憩をとって。いかがでしょうか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 私がそう思うだけで、別にそうだって言うつもりはないし、別に委員会全体でこうして

ほしいというつもりは全くないんで。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 委員の皆様に、もし10分程度で確認がとれるんでしたら、確認をとろうかと思うんです

けど。 

 

○ 中森愼二委員 

 いいんじゃないんですか。明らかにそういうものがあるとはおっしゃってみえないので、

諸岡さんとしては、自分はそう思うのでここの議論には参画しにくいと、そうおっしゃっ

てみえるわけなので、あと、ほかの皆さん方で、これベースに基づいて意見があれば聞か

せてもらったらいい。それでいいよね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他の委員の皆さん、そういう中森委員のご意見のように進めさせてもらってよろしいで
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すか。どうでしょうか。 

 それなら、続けさせてもらいます。 

 他にこの件について、ご質疑ある方。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 細かいことを言うようなんですけど、この２枚目の一番下に、運動会など行事の日々の

保育で使う細々とした用品というのが保育士さんのポケットマネーで対応しているという

ようなことが書かれているんですけど、こういう認識というか相談というか、そういう情

報は入手していらっしゃいますか、今までで。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 各園の園運営にかかわる消耗品等については、予算配分しておりますので、このような

報告は受けておりません。 

 以上でございます。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 ということは、結局、予算が足らないよとか不足しているよという声は聞いていないと。

逆に言ったら、足りているよという声は、どうなんでしょうか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 園現場としては、足りているよといった声は聞くことは少なくて、当然、園運営をやっ

ていく上での予算対応については、保育幼稚園課としては、どちらかといいますと要望を

受けることが多うございます。 

 ただ、そのあたりにつきましては、例えば次年度の予算計画において、各園との園長と

の対話のもと、予算積算しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 予算を積算していく上で、増額とか、増額の必要があるとか、増額の方向に持っていっ

ているという、そういうあれはあるんでしょうか。 
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○ 大西保育幼稚園課長 

 園長との話し合いの中で、保育現場で必要であるとみなした分については、うちのほう

は予算要求に上げております。 

 以上でございます。 

 

○ 太田紀子副委員長 

 私も、ちょっとこういうことは聞いたことがあるんです。民間じゃないから領収証を持

っていったら認めてくれるというものじゃないから自分で出しているって。子供がかわい

いからいいんですけどと言いながらも、そういうお話を聞くとね、やっぱり予算をつけれ

るというか、やっぱりこういう声があったら、ちょっともう一度確認していただくなり何

なりしていただいて、予算をふやせるところだったらふやしていただきたいなと思ってお

りますので、その辺もあわせてよろしくお願いいたします。 

 

○ 藤田真信委員 

 うちも娘が幼稚園ですけどね、おりますので、保育士さんの日ごろの業務の多さという

のは、話を聞けば聞くほど痛感はしています。 

 公立、私立ともにそうだと思うんですけど、この中身について、中森委員がおっしゃっ

たように、そういった中森委員のおっしゃったような部分というのをしっかり確認してい

ただくということ、大事だと思うんですけれども、ちょっと話がずれるかもしれないんで

すが、職員アンケートってやったじゃないですか、市長が。これって、保育士さんとかと

いうのは、前やってもらったアンケートの対象にはなっていなかったんでしたっけ。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 職員アンケートには保育士も含まれております。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 そのアンケートの中に、こういった今回出てきたようなご意見というか、思いというの

は、記載というか、似たような記載というのはなかったんですかね。 
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○ 大西保育幼稚園課長 

 そのような要望もあったことは確認しております。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 もうちょっと、わかる範囲で結構なので、そのような要望というのはどんなような要望

だったのか、ちょっと教えていただいていいですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 藤田委員がおっしゃったように、昨今の保育現場は非常に大変であるということの内容

でございまして、その中につきましては、先ほど中森委員からご指摘もありました、職員

確保の状況といったこと、そして、時間外のことにつきましては、要は、改善は図られて

いるもののといった内容もあったかと思います。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 じゃ、その辺を、ぜひ公開というか、しっかり情報公開できる範囲でしていただいて、

また、それも議会にもしっかりと示していただいて。保育士の皆さんが、特に、この投書

された方が、自分のことだけじゃないですよね。いろんな同僚の方のことも書いている、

全体的なことを書かれているので、アンケートで集まってきたご意見というものをしっか

り集約して、それをちょっと議会にまた提示していただきますようにお願いします。ひょ

っとすると、ここにないような、ここの今回の中に出てきていないような課題があって、

その中に、ひょっとしたら入っているかもしれないし、多分、集計とか分析はしていただ

いているとは思うので、それをちゃんと生かしていただくという意味でも、またお示しい

ただけるとありがたいです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 
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○ 藤田真信委員 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑のある方は、おられますか。 

 

○ 中森愼二委員 

 ちょっと出していただいた資料と含めて、保育所事務費事業費という２枚物の資料を出

していただいてあるんですが、まず、これは、公立保育園ですよね、この資料は。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 こちらの資料につきましては、私立保育園の事務費事業費に伴う処遇改善資料でござい

ます。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 私は、公立保育園の職員の一覧が園別でどうなっているのかというのをお願いしたはず

だよ。ないんかな、今。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 済みません、こちらは、藤田委員からご請求をいただいた資料でございまして。 

 

○ 中森愼二委員 

 私も請求しているやない、午前中に。何でそれがないの。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 中森委員からご請求いただいた臨時職員の資料につきましては、配付させていただきま

す。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 そうしましたら、２枚のやつについてのやつで、この説明を、少しそうしたらお願いで

きますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 資料のほうの説明をさせていただきます。 

 まず、中森委員のほうからご請求いただきました待機児童に関する資料について、まず

説明をさせていただきたいと思います。 

 待機児童等……。 

 

○ 中森愼二委員 

 何も聞いていないよ。先にこっちを聞いているの。処遇の話を今テーマにしているんだ

から。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 保育士事務費事業費の私立保育園の処遇改善を含む内容についてご説明させていただき

ます。 

 

○ 中森愼二委員 

 私は聞いていないですよ。それはそれでしてもらわんといかんけど。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 はい。 

 

○ 中森愼二委員 

 私が請求した資料がないじゃない、この中に。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 済みません、中森委員からご請求いただいたものが、ちょっと１時半の時点ではご用意

できなかったものですので、今から配付をさせていただきます。済みません。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 配付をお願いします。 

 済みません、少しお待ちください。 

 大西保育幼稚園課長、これは、この今からの配付の資料以外に、まだ……。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 いや、もうこれで以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 これで全て。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 はい。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 もうオーケーです。お願いします。 

 中森委員には申しわけありませんでした。 

 大西保育幼稚園課長は、中森委員の資料要求のほうから説明のほうをよろしくお願いい

たします。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 遅くなりまして申しわけございませんでした。 

 中森委員からご請求をいただいた資料のほう、４枚ご用意をさせていただいております。 

 まず、１枚目としましては、平成29年度保育園等職員配置状況一覧でございます。認定

こども園を含む25園の正規職員、再任用、嘱託、臨時職員のそれぞれ内訳でございます。 

 そして、決算といたしましては、正職員から、それぞれの人件費を記載させてもらって

おります。 

 そして、２枚目でございます。Ａ４縦の資料、保育士臨時職員長期在職者の一覧でござ

います。 

 午前中申し上げましたように、在籍としては５年をめどにといったところではございま
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すが、５年以上在籍している各園の職員については、表に記載しているとおりでございま

す。 

 そして、次に、Ａ３資料、Ａ３横の資料をよろしくお願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 Ａ４ですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 Ａ３。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 Ａ４ですね。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 済みません、Ａ４横の資料でございます。 

 先ほども話がありました各園ごとの時間外実績の平成28年度、平成29年度の一覧をご用

意させていただいております。各職種別にはなっておりますけれども、実績としてはごら

んのとおりでございます。 

 最後でございますが、Ａ４横の、済みません、ちょっと表記が不足している部分がある

んですけれども、時間外（時間）としまして、左の４月の下が453時間とスタートしてい

る資料につきましては、こちらにつきましては、平成29年度臨時職員の時間外の実績の合

計の資料でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○ 中森愼二委員 

 そうすると、今、時間外の話は、正規職員の平成28年度、平成29年度で、課長が言われ

た平均7.6時間が9.1時間にふえているというのが効果が出ておるはずなんだと、そういう

根拠の一つなんですね、これが。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 
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 そう理解しております。 

 

○ 中森愼二委員 

 わかりました。これは、まだ、ちょっと昨年の決算以降の指示事項なので、もう少し経

過を見てみないと１年分の部分としてはわからないところがあると、そう理解をしていい

わけですね。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 こちらとして、引き続き適正に行われているという前提であるものの、そのあたり周知

徹底しまして、時間外の経過は追っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 それから、保育園等の職員配置状況一覧表のほうですが、課長のほうから過半数以上は

正規職員で賄うということから、その採用計画になっているんだという話ですが、これで

見ると、正規職員は合計233名、臨時職員は278名ですが、そこら辺はどう理解したらいい

んですか。嘱託、再任用職員を含めての話をしているということですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 保育現場としましては、この正規職員が５割を満たしていないという現状から、ここ近

年の新規採用の、要は職員増をもって、この正規職員の数が５割を超えるといったところ

を目標にしておる次第でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 それは、どの数字の５割ということになるわけですか。 

 今の233名は、その考えで充足しているということなんですか。536名の半分を超える必

要があるという意味なのか、ちょっとそこの分母のところがよくわからないですが。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 これ、職種は、正規職員、再任用職員、嘱託職員、臨時職員といったところではござい



 - 67 - 

ますけれども、保育士のくくりとしまして、この536名の半数以下であるといったところ

から、この表で行きますと、536名の過半数を要は超えていきたいと考えておる次第でご

ざいます。 

 

○ 中森愼二委員 

 だから、今は、正職員の数は足らないということですよね。それにかかわらず、平成31

年度の採用が10名ほど減っているというのは、どういう理屈ですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 現状といたしましては過半数を割っておる実情でございます。 

 そういう中でありますけれども、来年度の採用につきましては、15名程度といったとこ

ろでの採用予定でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 だから、536名の２分の１を正規職員で賄いたいという目標があるとするんならば、じ

ゃ、何年度までにその目標に近づけるように採用計画を考えているとしたら、平成29年度、

28年度よりも減ることはないんじゃないですか、採用人数が。来年度の採用人数は、前年

よりも10名ほど少なく採用しようとしておるわけでしょう。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 部長、答弁。 

 

○ 川北こども未来部長 

 今まで大西課長のほうが答弁したことでございますが、私どもといたしましては、保育

園の保育士の数は、536名分の半分以上にしたいというふうな考えでおります。 

 そういった中で、来年度、平成31年度の職員採用については15名という結果になりまし

た。それは、我々の中でも、人事課、総務部との協議の中で決定したことでございます。 

 ただ、目標、少なくとも保育園に当たっては正規職員を半数にしたいという強い思いが

ございますので、平成32年以降について、今、申し上げたような目標に沿ってしっかりと
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協議を続けていきたい。内部ではございますが協議を続けていきたいというふうに、かよ

うに考えているところでございます。 

 

○ 中森愼二委員 

 もう、これで最後にしますが、必要とする保育職員、536名の現状の中の50％以上を正

規職員にしたいという目標は、理事者皆さん方からは、そういう認識でそういう目標に置

いているということなんですよね。みずからが定めた目標に対して採用人数が減っている

と、そういう認識でいいわけですか。 

 

○ 川北こども未来部長 

 こども未来部、私どもといたしましては、今50％を目標にしたいということを協議の中

で強く申し上げているところではございますが、ここからは推測にもなるところはあるん

ですけれども、全体の職員の配置の中で今回はこういう決定になったということでござい

ますが、我々としては、やはり少なくとも半数は正職員であるという強い思いは持ってお

りますので、今後も協議は続けていきたいというふうに考えております。繰り返しになっ

て恐縮ですが。 

 

○ 中森愼二委員 

 もうこれで終わります。 

 その目標を掲げられているなら、年度計画で、そのとおり財政当局といろんな採用計画

で――どこまでマッチングするかというのはあるかもわからないけど――こども未来部と

しては、保育園の正職員を何年度計画でどういうふうにしたいという、50％目標に近づけ

るためにどういう計画を持っているのかと、それは明らかにすべきだと思うので、ぜひそ

れはよろしくお願いしたいと思います。 

 この件については、これで私、終わります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑のある方。 

 

○ 藤田真信委員 
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 関連で。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 藤田委員、関連。お願いします。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっと私も気になったので、正職員とそれ以外というところの部分なんですけど。例

えば、厳密に正規職員というようなカウントで行けば、半分超えているところってないん

ですよね、全園で。ないですよね。半分超えているところは、ないですね。 

 特に、半分超えているどころか、かなり少ないというところもあるので、ちょっと何か

こんなので本当にええのかなというのは、やっぱりちょっと所感として思います。 

 議論の繰り返しになるので余りそれ以上は触れませんが、各園の配置状況も含めて、も

う少し厳密に見ていただければなと思っています。 

 あと、これって、資料請求したのをまだ説明してもらっていないですけれども、もうこ

っちに踏み込んでいっちゃっていいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どうしましょうか、説明。藤田委員の資料について、大西保育幼稚園課長、よろしいで

すか。 

 

○ 藤田真信委員 

 もういいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 そうしたら、もう、委員の皆さん、よろしいですか。 

 じゃ、質疑に。 

 

○ 藤田真信委員 

 もう、これ、多分、見たらわかるような内容なので。 

 今回はね、公立の園というふうなことでの議論なんですけれども、民間だって同じよう
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な課題とか抱えているはずなんですよ。そういったところで、いろんな話を私も聞くので

個別具体的にはもうお話ししませんけれども、そういったところにしっかりと四日市市と

して目を向けていただいているかどうかということと、あとは処遇改善、今回予算として、

前回通っていたわけなんですけれども、その後追いもちゃんとしていただいて、それに対

する評価がどうなのかというところもしっかり取れているのかどうかというところだけ確

認をさせてください。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 私立保育園の処遇改善につきましては、金額的には、昨年度、要は補正予算にしてお認

めをいただきまして、国に基づく処遇改善内容にはなりますけれども、資料にご提示させ

ていただいた、処遇改善一律増、あるいは、職責に応じた改善が行われて各園に配分され、

各民間私立保育園の職員に渡っていると考えております。 

 そういう中で、現状も踏まえ、また、今後の考え方についても、私立保育連盟さんとの

協議を踏まえて改善にあたるような方策に向けて話し合いをしていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 きょう、公立のほうで議論となった点も、しっかりと民間のほうも見ていただくという

ことでよろしいですね。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 それぞれの私立保育園さんの運営状況があるかと思いますけれども、公立におきまして

は、今ご指摘いただいた問題があるといった内容も踏まえて私立保育園さんとは話し合い

をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 他にご質疑のある委員の方は、おられますでしょうか。 
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 資料でも。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 もう、お願いします。説明して……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 待機児童のほう、説明をお願いしたいので、よろしいですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 資料のほうを説明させていただきます。 

 中森委員のほうからご請求いただきました待機児童等の状況についてでございます。こ

のあたりの報告がおくれて申しわけございません。 

 まず、資料１でございます。待機児童の状況でございます。 

 子ども・子育て支援新制度が始まりました平成27年度からの明記でございますが、それ

ぞれの年度の４月１日現在、そして10月１日現在の待機児童数並びに入園待ち児童数は、

ごらんのとおりでございます。繰り返しになりますけれども、平成30年４月１日現在にお

きましては、待機児童33名、入園待ち児童数としては158名でございます。 

 資料の２番目としまして、一方、ゼロから５歳の入園児童数の推移を挙げさせてもらっ

ております。こちらにつきましては、平成25年度からの記載としておりますが、平成30年

度までの入園児童の推移としては、増加を図っておる次第でございます。 

 資料３でございます。 

 こちら一方、保育提供枠の状況でございます。記載としては平成31年度までの計画予定

を含んでおりますけれども、平成31年度のこちらに明記させてもらっております３園の開

園を含めて、ごらんの表記のとおりに保育提供枠をふやしていきたいと考えておる次第で

ございます。 

 以上でございます。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 藤田真信委員 

 話、戻っちゃってもいいですか。 

 さっきの配置の話なんですけど、ごめんなさい、僕、半分以上いるところないですよね

って確認したけど、誰も何も言ってくれなかったんで、そのとおりかなと……。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ちょっとありましたね。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっとあるんですよね。傾向を見てみると、やっぱり小規模のところはちゃんと正職

員をしっかり半分以上配置してというか当然そうなってくるのかもしれないけど、例えば

小さい園で、例えば八郷西保育園なんか９名中７名ですよね。この７名は、やっぱり八郷

西で正職員で絶対必要であるのか。言うている意味、わかりますか。 

もっと言うと、例えば、半分超えているところと言うと、どこや、例えば、桜台保育園、

これも16名中９名ということで、ぎりぎり超えていますよね。わかりますか。 

 この９名は、必ずそこに配置しなきゃいけないというようなものなのか、例えば、正職

員の配置も入れかえとかというのが可能であるかどうかというのをちょっと聞きたいんで

すけど。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 職員の配置につきましては、方針としまして、まず各園のクラスの主担任につきまして

は、これは必ず正規職員を配置するというところで対応しておりますので、クラスに応じ

て最低でも正規職員数は配置するという状況といったところから、職員内訳については、

ごらんの状況になっている次第でございます。 

 以上でございます。 
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○ 藤田真信委員 

 そうすると、理屈はわかるんですけど、足りていないところ、要は半分以上行っていな

いところというのは、別に、その理屈で言うと、半分行かなくても適正配置にはなってい

るという意味になっちゃうと、捉えかねられませんけど、それでいいんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 先ほど申し上げましたように、園の大きい小さいはございますけれども、クラスの実数

に応じて、クラスの主担任は正規職員を配置する。そして、臨時職員については、低年齢

児等クラスの支援、そして、特別支援の加配担当といったあたりで配置されます。ですの

で、数字上は、支援が必要なお子さんに準じても臨時職員の配置が変わってくる状況がご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ますますわからなくなってきたので、ちょっとその辺の細かい資料、後でいいのでくだ

さい。それがもう、例えばどこかの園からどこかの園に正規を異動することによって、少

しでも園の課題が解消できるんであれば――それが逆というんやったら、それはもう別に

やらんほうがええけど――それができるんであれば、また教えてください。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 済みません、説明不足で申しわけないんですけれども、それを補う部分も含めまして資

料のほうをご用意させていただきます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 藤田委員、これは採決に。 

 

○ 藤田真信委員 

 関わらない。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 
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 それでは、他にご質疑のある委員の方、おられますか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 いいですか。 

 それでは、少しちょっとまだあるようでしたら、休憩をとろうかと。どうでしょうか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それなら、済みません、荒木委員、お願いします。 

 いいですか。 

 中森委員、お願いします。 

 

○ 中森愼二委員 

 短時間で。 

 待機児童の話については、やっぱりこれらにも含む資料が決算の部分でちゃんと明示さ

れるべきだと思うので、それは改めてお願いをしておきます。 

 １の待機児童の状況の中の33人の待機児童はわかりました。入園待ち児童の158人は、

どういう分析をしてみえるんですかね。先ほど午前中にもちょっとお話ししたような、保

護者の方の第１希望ではないのでというようなところのスルーというの等いろいろあるん

じゃないかと思うんですけれども、そこら辺の状況は、どう分析していますか。 

 

○ 坂口保育幼稚園課課長補佐 

 保育幼稚園課、坂口です。よろしくお願いいたします。 

 まず、待機児童数と入園待ち児童数についてご説明させていただきます。 

 それぞれ４月１日現在、10月１日現在で数字を提示させていただいておりますけれども、

入園待ち児童数につきましては、保育幼稚園課に申請をいただいた上で保育園に入所して

いただけなかった方、園児数ということで児童数を上げさせていただいております。 
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 それに対しまして待機児童数につきましては、こちらは国のほうから待機児童数報告、

４月１日時点、10月１日時点、それぞれ報告の提出の依頼があるわけですけれども、国の

基準に照らし合わせまして入園待ち児童数をちょっと精査させていただいた上で人数を絞

らせていただいた結果が待機児童数となっております。 

 入園待ちから待機児童数への精査の仕方としましては、国の基準におきまして、基本的

に特定の保育園を希望されている方、あるいは求職活動中ということで申し込んでいただ

いて、入園希望日時点で求職活動を行っていない方などが待機児童の対象外ということに

なりますので、そちらのほうを精査させていただきまして、例えば、特定の保育園を希望

されているという判断におきましては、これも国のほうから基準が示されておりますけれ

ども、自宅から二、三十分程度の範囲で保育園に空きがあるにもかかわらずそこを希望さ

れていない方というところがございますので、その辺を絞らせていただいた結果が、平成

30年４月１日時点においては33名となっております。 

 以上です。 

 

○ 中森愼二委員 

 そこら辺の内訳的なところも、もう少し具体的に明記していただきたいなと。 

 もう一つ、育休明けの方で入園できずに育休を延長したとか、そういうような現状はど

うなっているんですか、平成29年度は。 

 

○ 坂口保育幼稚園課課長補佐 

 平成30年４月１日時点におきまして33名待機児童が出ておりますけれども、その中で育

休明けということで申し込んでいただいた方は６名中に入っておりますので、この方につ

いては育休を延長されたものと把握しております。 

 以上です。 

 

○ 中森愼二委員 

 わかりました。６名の方が育休明けで待機児童になっていると。 

 この保護者の方々から、育休明けでの受け入れができなかったということで特にクレー

ムは大きくは出ていないんですか。育休を延ばせばよいという話で済んでいるわけですか。 

 



 - 76 - 

○ 坂口保育幼稚園課課長補佐 

 保育幼稚園課に特にそのような声は届いておりません。 

 以上です。 

 

○ 中森愼二委員 

 四日市と言いませんが、全国的には育休を延ばしたいという逆の親御さんもおみえにな

るようなので、そういう意味で、ハードルの高い保育園を第１希望にするとか、そういう

こともあるようです。 

 四日市にそういう実態があるというような事実、私何もつかんでいませんのでわかりま

せんが、やっぱり職場復帰というものの捉え方について、私も育休明けの予約制度の質問

もさせてもらいましたけれども、職場の理解度とかお母さんの職場復帰の意欲とか、いろ

んな難しい部分も事実あるんだろうとは思うんですけれども、でも、育休明け後スムーズ

にやっぱり保育の受け皿が受けられるという環境整備について一段と努力もしてほしいと

思っているので、ぜひ、一般質問でもお願いしたようなことも含めてよく研究していただ

きたいというふうに思っていますし、あと、冒頭申し上げた待機児童と入園待ち児童の内

訳的な分析についても、資料としてまた出していただくようにお願いしておきたいと思い

ます。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑はございますでしょうか。 

 

○ 藤田真信委員 

 関連で。 

 これ、年度別なんですけど、年齢別というかね、その部分の分析も重要だと思うので、

もちろん大体わかってらっしゃると思うんですけど、特に、ゼロ、２歳の部分での課題と

いうのが多いというところで、これからいろんな方策も打っていただいている途中ですけ

れども、そこの分析も、とにかく、そのゼロ、２歳をいかにしっかり対応していくかとい

うところは、もう少し丁寧に。それこそ中森さんが最初におっしゃったように、待機児童

ゼロに向けてやっていくんやと言いながら資料がないと。資料が出てきても、結局は年度
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別と。年度別だけじゃなくて、年代順の課題もあるというのはもうわかっているわけだか

ら、そういうところもしっかりとこれからは資料として提示していただくようにお願いだ

け、お願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 要望ということでお願いいたします。 

 他にご質疑はございますでしょうか。 

 それでは、少しちょっと休憩をとらせていただきたいと思いますので、再開を45分でお

願いいたします。 

 

                                １４：３３休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：４４再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、再開いたします。 

 先ほどの資料以外のご質疑の部分でよろしくお願いいたします。ご質疑のある方、お願

いします。 

 

○ 荒木美幸委員 

 じゃ、お願いいたします。 

 主要施策実績報告書の98ページ、あけぼの学園です。障害児相談支援事業です。 

 昨年度より指摘がある事業で、当事業の利用計画を作成する際のいわゆるアセスメント

において、アウトリーチ、居宅訪問が不足していたということで議論になったところです。 

 昨年度の決算においては、相談件数が205件のうち、アウトリーチ、居宅訪問ができて

いるのが１割程度というような園長からの答弁であったかと思います。 

 本年度は職員の体制も強化をしていただいて、適切な利用計画を作成していただきまし

て、いわゆる単位を取得していただいていると思いますけれども、この98ページのデータ

を見ますと、平成29年度、315件の利用計画ということですが、まず、この315件中、どの

程度の――この議論がありましたのは昨年のちょうど決算のときだったと思うんですが少
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なくとも半年間については少し数字を上げる努力はしていただけたかと思うんですが――

実績として、315件中どれぐらいの居宅訪問が実際できていたのかというのを教えていた

だけませんでしょうか。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 あけぼの学園、今井でございます。よろしくお願いします。 

 モニタリングのほう、平成29年９月に指摘をいただきまして、それ以降実施しておるも

のについて、全件訪問させていただいて、モニタリングをさせていただいておるという状

況でございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 じゃ、100％できたという理解でよろしいでしょうか、平成29年度。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 平成29年９月以降は、もう全件ということで行っております。 

 

○ 荒木美幸委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 来年度、引っ越しをして新しくスタートしていくということで期待値も上がっていると

ころではありますけれども、職員の体制について、８月21日に決算の常任委員会で議員の

ほうから人事課の資料の請求がありまして、その資料によりますと、ことしの４月１日付

の異動であけぼの学園の職員の増減というのが載っていまして、それがプラス１というふ

うになっているんですね。１名ふえているということです。 

 ところが、その一方、昨年度は保健師さんが１名で、本来２名のところ１名しかおらず

不足をしているという状況がありましたけれども、このプラス１名というのは、保健師の

増員ですか。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 １名の増員は、臨床心理士が１名増員となってございます。 
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○ 荒木美幸委員 

 ということは、保健師は、まだ不足のままという理解でよろしいでしょうか。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 保健師のほうは、平成28年度まで所在しておりまして、平成29年度、30年度は、医療職

としましては准看護師の１名の配置となってございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 すると、准看護師の１名の方が、いろいろ今までもう一名いらっしゃった方の分をフォ

ローしていたという理解でよろしいですか、そうすると。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 以前まで、平成28年度までは保健師が１名、配置がありまして、准看護師が配置されて、

２名体制に一時期なりましたが、平成29年度からは准看護師１名というような形で、医療

職、今、現在１名ということでなってございます。 

 

○ 荒木美幸委員 

 方針として、やはり、引き続きもう一名の保健師さんは補充していかなければならない

というように思っていらっしゃるのでしょうか。どうでしょうか、それは。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁できますか。 

 

○ 今井あけぼの学園長 

 今のところ、医療職としましては１名の配置かと思っております。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ありがとうございます。 

 今のところ１名ということなんですけれども、やはり……。 

 この後、協議会があろうかと思いますが、協議会の資料を少しちらっと拝見させていた
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だく中で、新規事業が今度始まるようですね。重度の医療ケアが必要なそういった方々の

対応となってくると、これはやはり私立の小児科につないでいくといったような、そうい

うような重要な役割も加わってくるかなと思いますので、やはり、看護師１名ということ

でありますけれども、やはり、できれば今までどおり保健師さんをもう一名というような

体制で医療ケアをしっかりとできるような流れをつくっていただきたいなと思って、これ

は要望とさせていただきます。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 要望でございます。 

 他に。 

 

○ 藤田真信委員 

 ちょっと何点か細かいところをお願いします。 

 まず、主要施策実績報告書の76ページのところ。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 76ページ。 

 

○ 藤田真信委員 

 不妊治療費助成事業というところで、その前に、その下の不育症治療費助成事業という

ことで、前年度、たしかゼロでしたっけ。１件やったか、ゼロか１件か、どっちでしたか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 平成28年度は、１件でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございます。 

 これが、今回２件にふえたということで、需要と言うと言い方がすごい変にはなるんで

すけど、ニーズがやっぱりあるんだということを再認識させていただいたので、今後も引



 - 81 - 

き続き啓発に取り組んでいただくようにお願いします。 

 その上の不妊治療費助成事業なんですけれども、結局のところ、お聞きしたいのが、ま

ず仕組みをもう一回整理整頓して聞きたいんですよ。県の事業と市単の事業と二つありま

すよね。その仕組みの確認だけさせていただいていいですか。 

 

○ 山田こども保健福祉課給付係長 

 こども保健福祉課、山田です。よろしくお願いします。 

 県のほうと市のほう、それぞれ不妊治療の補助事業がございます。 

 県のほうにつきましては、保険外で主に体外受精のことになると思うんですけれども特

定不妊というのを助成しております。１回当たり15万円をというような形で基本的にはさ

れているという形になります。年齢によっての制限であったりとか回数の制限というのは

あります。 

 もう一つ、市のほうの不妊治療の助成制度というのはございます。こちらのほうは10万

円までを限度ということになりまして、年間の回数であったりとか所得によっての回数制

限というのはございますけれども、こちらについては、一般の不妊治療。医療費の助成が

あって、実際にお支払いいただいた３割とかの医療費のほうの助成もございますし、特定

不妊のほうの県の回数を超えた方に対して、実際のところ特定不妊の保険外の治療につい

ても対象としてはおりますけれども、年間で出せる金額の最大が10万円の方もみえれば、

ちょっと上限が変わってきますけれども、回数によって何回か出せる方もいますが、主に

は、市のほうが10万円、県のほうが15万円というような助成制度になります。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。よくわかりました。 

 76ページの実績の中で、2757万8500円ということで、その中の内訳として、県費が286

万円ということですよね。これ、ちょっと先ほどの説明とこの支出金の割合ってちょっと

違うと思うんですけど、この仕組みって、どういうふうな仕組みになっていますか。 

 

○ 山田こども保健福祉課給付係長 

 市のほうの決算のほうで出させていただいている金額につきましては、あくまでも市の

ほうで助成させていただいている金額になりますので、市の単独の10万円のほうの金額の
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ほうが市の単独になりますけれども、県補助というものにつきましては、県のほうの15万

円の助成がもともと特定不妊という保険外の治療にかかわりますけれども、これに上乗せ

で所得の制限がありますけれども、条件が整った方については、さらに10万円の助成まで

できる仕組みをつくっておりますので、そちらに該当させていただいて、県補助の補助金

がつく分として10万円というのを充てた場合について別で項目を分けて出させていただい

ていますので、どちらも市の支出のほうになります。 

 

○ 藤田真信委員 

 こちらの不妊治療のほうの助成のほうは、利用者の方々って今回延べ342名ということ

なんですけれども、前回よりもふえているのか、年々減っているのか、その辺ちょっと確

認させていただいて。 

 

○ 山田こども保健福祉課給付係長 

 昨年度、平成29年度の件数と平成28年度の件数を比べますと、ほぼ２名減ぐらいで件数

的には大きく変わってはおりませんけれども、その前の年に比べると、やはり人数が少し

減ってきたりというところで、ある程度この人数で今推移しているのかなというふうな認

識でおります。 

 

○ 藤田真信委員 

 国のちょっと制度が変わったタイミングで、やっぱり利用者がちょっと減っているとい

うことではあるけれども、ただ、その後の利用人数に関しては、ある程度は一定推移して

いくんだろうなというふうな見通しということでよろしいですね。 

 いずれにしても、成果は出していただいていると思うので、引き続きお願いしたいと思

います。 

 その次が、104ページ、こんにちは赤ちゃん訪問事業。先ほど産後ケアの事業の話があ

りましたけど、これ、いろいろと問題提起されていますが、もうダイレクトに、その効果

について、もう一度確認させてください。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 こんにちは赤ちゃん訪問事業につきましては、生後４カ月までのお子さんに対して全戸
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に訪問させていただくということをさせていただいております。 

 本市の場合でいきますと、本市の保健師等の職員が行く場合と、それから、あと、ＮＰ

Ｏ法人の者が行く場合の２種類ございますが、今、それにつきましては、事前のアンケー

ト等を用いまして、特に支援が必要であろうと思われる方とかは市の保健師が行くように

しておりまして、残りについてＮＰＯ法人の者が行くという形をとっております。 

 その中で、ただ、ＮＰＯ法人が行っても、ちょっと気がかりなことがあれば、すぐにこ

ちらのほうに話が来まして、改めて保健師が行くようにしております。 

 基本、全戸回りますので、効果としましては、そこで、保健師なりＮＰＯ法人の者が行

ったりしても、そこで１回顔を合わすことによって、子供さんの状況とかも確認できます

し、それがまたその後の支援にもつながるというところになるというのが一番の効果だと

いうふうに考えております。 

 

○ 藤田真信委員 

 すごく大事な事業だと思っていますし、絶対に継続してもらわないかんと思うんですが、

いろいろ指摘がある中で、平成28年度から平成29年度にかけて何かちょっと変えたよとか、

やり方を変えたよとかというふうな具体的な内容って、ありますかね。 

 

○ 瀬古こども保健福祉課母子保健係長 

 平成28年度から平成29年度の変更点というのは特にはございませんが、ただ、ＮＰＯ法

人のこんにちは赤ちゃん訪問を終えてから再度保健師や助産師が行くケースというのは、

数では今出ておりませんがふえてきておりますし、また、逆に、一旦助産師が新生児訪問

として出生後のもう退院直後に行って、その後に改めてＮＰＯ法人に行っていただくとい

うようなケースも平成29年からは出てきておりまして、両方の子育て支援の説明という観

点と、あと、専門的な支援と二本立てで丁寧な対応をしていくようには心がけてまいった

ところです。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。よくわかりました。 

 その次なんですが、108ページ、お願いいたします。 

 定期予防接種の実施ということで、ロタウイルスの予防接種に関していろいろと提起が
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あると思うんですけれども、進捗のほうだけ教えていただけますでしょうか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 ロタウイルスワクチンの予防接種につきましては、市議会のほうでも請願を受けていた

だいておりますし、こども保健福祉課のほうでも必要なものと思っておりますので、この

任意予防接種として取り上げていきたいというふうには考えておりますので、また、財政

当局のほうともそういった気持ちで対応していきたいというふうに考えております。 

 

○ 藤田真信委員 

 109ページの任意予防接種助成事業費に入るんですか。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 定期予防接種につきましては、国のほうで決められている接種になりますので、市のほ

うで独自にする場合は、109ページの任意予防接種のほうに入ってくるかというふうに思

います。 

 

○ 藤田真信委員 

 そちらのほうで対応していただくということでいいんですかね。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 そうですね、当面、ちょっとまだ国のほうが検討中ということがございますので、早期

にやるんであれば任意予防接種のほうで市の対応ということになろうかと思います。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。 

 あと、ちょっと決算のほうでちょっと見つけられなかったんでお聞きするんですけど、

平成29年度の当初で新規事業として子育て支援アプリの配信事業ということでやっていた

だいたと思うんですけど、これ、実は僕そんなにしっかり見ていないんですが反応という

のはどうかということだけちょっと聞かせていただけますでしょうか。 
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○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 昨年、記者発表もしまして、よかプリコという形でさせていただきました。 

 加入については、もう最初の配信開始のときに一気に伸びまして、1000件という話であ

りました。 

 その後につきましては、徐々にふえてきまして、中身については、やはり、うちのほう

から配信している内容で、例えば、予防接種の管理とか、それから、成長記録とか、育児

日記と、いろんな機能もありますので、使いこなしている方は非常に使いこなしているん

ですけれども、私も実はそうなんですけど、なかなか使いこなすのが難しい年代の方もお

られますので、そういう方については、いろんな意見がございます。 

 その後、うちのほうとしては、アプリのほうのサービスの提供業者のほうからいろんな

チェンジがやってきますので、そのアップデートを行って、使いやすいように変えている

という現状でございます。 

 以上です。 

 

○ 藤田真信委員 

 ありがとうございました。 

 ぜひ利用していただいている方々のニーズもさらに捉えていただいて、より充実した機

能にしていただきますようにお願いします。 

 あとはもうないです。ありがとうございました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ないようでございますので、終結してもよろしいでしょうか。 

 それでは、議員間討議として取り上げるべき事項がもしございましたら、ご提案いただ

きたいんですが、ありますでしょうか。もう、１回やりましたので、よろしいでしょうか、

その辺。 
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（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、これより討論に移ります。 

 討論のある方は、挙手にて発言願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なしというお言葉をいただきましたので、特に討論もないようでございますので、これ

より分科会としての採決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なお、全体会へ送るか否かについては、採決の後にお諮りをいたします。 

 反対表明もないため、簡易採決により行います。 

 議案第25号平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、一般会計

歳出第３款民生費、第１項社会福祉費（関係部分）、第２項児童福祉費（関係部分）、第

４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、歳出第10款教育費、第１項教育総務費（関

係部分）、第４項幼稚園費（関係部分）、第５項社会教育費（関係部分）につきましては、

認定すべきものと決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ご異議なしと認め、本件は認定すべきものと決しました。 

 最後に、全体会へ審査を送るべき事項について、委員の皆様からもしご提案がございま

したらご発言を願います。 
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（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、全体会には送らないということで決めさせてもらいます。 

 

 〔以上の経過により、議案第25号 平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決

算認定のうち、一般会計、歳出第３款民生費、第１項社会福祉費（関係部分）、第

２項児童福祉費（関係部分）、第４款衛生費、第１項保健衛生費（関係部分）、第

10款教育費、第１項教育総務費（関係部分）、第４項幼稚園費（関係部分）、第５

項社会教育費（関係部分）について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと

決する。〕 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 以上で、議案第25号平成29年度四日市市一般会計及び各特別会計等の決算認定のうち、

こども未来部所管部分についての審査を終了いたします。 

 理事者の一部入れかえを行いますので、委員の皆様はしばらくお待ちください。 

 済みません、15分再開でお願いいたします。 

 

                                １５：０５休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：１５再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、山口委員並びに笹岡委員、お待たせいたしました。 

 

    議案第29号 平成30年度四日市市一般会計補正予算（第３号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第３款 民生費 

         第２項 児童福祉費 
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      歳出第10款 教育費 

         第４項 幼稚園費 

     第２条 債務負担行為の補正（関係部分） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 それでは、予算常任委員会教育民生分科会として、議案第29号平成30年度四日市市一般

会計補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第３款民生費、第２項児童福

祉費、歳出第10款教育費、第４項幼稚園費、第２条債務負担行為の補正（関係部分）につ

いて審査を行います。 

 本件につきましては、議案聴取会において追加資料の請求がありましたので、追加資料

の説明をお願いいたします。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 こども未来課、山口です。よろしくお願いします。 

 タブレットにつきましては、03教育民生常任委員会の18平成30年８月定例月議会の04こ

ども未来部決算分科会、予算分科会資料をお願いします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どうぞ。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 よろしいでしょうか。そちらの13ページをごらんください。 

 こども子育て交流プラザ事業についてでございます。 

 こちらにつきましては、山口委員より現在の受託業者はどこかと、また、利用者の声に

はどのようなものが出ているのかとの質問をいただき、資料を作成したものでございます。 

 現受託者名につきましては株式会社デルタスタジオで、子供向けのカルチャー教室を開

催しているほか、みえこども新聞北勢版の発行やアピタでのこども応援プロジェクト、四

日市ステーション等、三重県からも受託事業をしておるところでございます。 

 また、利用者の声についてですが、昨年の秋に行いました来館した保護者へのアンケー

トでは、30代から40代の子育て中の女性から意見をいただきました。 
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 14ページをごらんください。 

 全体的には好評をいただいておりまして、好評な理由としましては、土日祝日も開館し

ていると、それから、施設がきれいで広いことと、それから、雨でも遊べるというような

ことがありました。 

 要望のほうにつきましては、人気イベント時の予約の取りづらさ、それから、駐車場不

足、それから多目的ホールの小学生と未就学児の場所の取り合いというようなことがあり

ました。 

 毎月報告されております利用状況報告では、子育て相談、それから、館内放送の利用に

ついての意見がございました。随時、いただきました利用者の声につきましては、スタッ

フで研修を行いまして、その後のイベントや運営に生かしております。 

 ご意見への対応についてですが、魅力あるイベントを提供しまして、この機会に１回は

行ってみようかというようになるように、広報に努めております。 

 また、橋北交流会館につきまして、複合施設でありまして、グラウンド、それから、体

育館、橋北こども園の催事が重なりまして駐車場が一時的に満車になることがありますの

で、事前に調整の上、近隣の臨時駐車場を案内しておるところでございます。 

 さらに、多目的ホールにつきましては、遊びの様子を確認しまして、けがや事故の発生

に留意して運営に努めてまいりたいと考えております。 

 続いて、15ページをごらんください。 

 ファミリー・サポート・センター事業でございます。 

 こちらにつきましては、山口委員より運営事業費の積算や委託先についてどのようにな

っているのかとの質問を受け、資料を作成したものでございます。 

 まず、積算の基礎となります運営の概要ですが、毎週火曜日から土曜日の８時半から夜

は７時半まで。依頼会員と、それから援助会員のマッチングを主に行っております。あわ

せて会員募集、登録、講習会、交流会を開催し、事業が円滑に行えるようにしております。 

 ３年間での運営事業費につきましては、１日当たり２人から４人が年間250日従事する

人件費と、マッチングのための通信運搬費やコピー等の使用料などの事務費、それから、

講習会や交流会を開催するための講師報償費、それから、広報誌の発行費で、総額4190万

円となります。 

 これまでの委託先につきましては、波木町にありますＮＰＯ法人体験ひろばこどもスペ

ース四日市となっております。 
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 最後に、16ページをごらんください。 

 こちらにつきましても、山口委員のほうから地域子育て支援拠点事業費補助金の対象施

設を一覧にして示してほしいとの質問を受けまして資料を作成したものでございます。 

 補助金対象施設につきましては、私立保育園併設型９園、それから、医療機関併設型２

園の計11園が基本分となりまして、開催日数については記載のとおりとなっております。 

 また、地域の高齢者や学生と交流している園が７園、訪問支援をしている園が１園で、

合わせて８園が地域支援活動加算を行っております。 

 説明は以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 説明は、お聞き及びのとおりでございます。 

 これより質疑に入ります。 

 ご質疑のある委員の方は、挙手にてご発言願います。 

 

○ 山口智也委員 

 資料をありがとうございました。 

 まず、最初から行きたいと思います。こども子育て交流プラザ事業ですけれども、アン

ケート結果を見せていただきますと、やはり概ね好評だと。また、私の身近な方からも、

非常にいい施設だという声をよく聞かせていただきます。 

 ちょっと課題の部分なんですけれども、イベントの予約がとりづらいというふうにあり

まして、やはり聞こえてくる声は、やっぱりイベントがすぐ予約で埋まってしまうという

ような声をよく聞くんですけれども、より多くの方が利用できるように工夫をしていただ

くと思うんですけれども、今後さらにより多くの方に利用していただけるような取り組み

を、具体的にもし何か考えていることがあれば教えていただきたいなと思いますが。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 私も個人的に感じましたのは、一番最初、ここに異動してきて、オープニングイベント

をいきなりこの４月１日から担当ということもありまして、あのときにたしか吉本の芸人

さんがということでありまして、そのときに、もう一時的に本当に駐車場が満車になった
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という形になりまして、結構、やっぱり知名度の高い方が来ると、ああいう形の施設です

ので、もう駐車場はすぐに満杯になってしまうというのが一つあるんです。 

 その後なんですけれども、我々のほうで、先ほどちょっと私の報告にもありましたよう

に、スポーツ課所管のグラウンドとか、あるいは体育館、それから、３階の貸し館という

ことでは、この日は非常にたくさん来客があるという日をお互いに名簿を持ち寄りまして、

特に土日なんですけれども、バッティングしないようにということで、そこでは、あらか

じめ臨時駐車場をスタンバイさせているというような形で駐車場対策を行っております。

ですので、現状で駐車場については一時的にいっぱいになるということはあったとしても、

とめるところがないというところまでは改善していきたいとは思っております。 

 それから、イベントについては、今、現状、こどもハローワークという事業をやってい

るんですけれども、それは毎月プロの方をお招きしまして、それぞれについての職業につ

いてを子供さんたちに紹介していただくということをやっていまして、それは非常に好評

を得ているという形になっております。 

 それと、このアンケートの中でも出てきておりますように、やはり、４階というあの施

設で、やっぱり小学生の高学年と低学年が混在しているというところもあって、中で高学

年が走り回っている、低学年はよちよちとという形の部分がありますので、そちらについ

ては、もし混在してくるようであれば、スタッフがそのときには必ず目くばせをしながら、

けが等がないようにしていくという状態でございます。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員 

 特に、イベントなんですけど、いろんな予約の仕方があって、事前に予約をする場合で

すとか、また、当日に並んでもらって先着順に入ってもらうとか、また、もうそういうの

は関係なく、いつでも入れるよというような、いろいろあると思うんですけれども、特に

予約をしなければいけないような本当に人気のあるイベントってあると思うんですけど、

そういうのが、少しニーズにちょっと追いついていないんじゃないかなというのが感じる

んですね。なかなか申し込みたくても本当にとれないというような、すごくありがたい話

なんですけれども、もう少しニーズを把握してもらってもしふやせるんであればもうちょ

っと枠を広げてもらうような、そんなちょっと若いお母さんたちの声ももう少し拾っても

らうといいのかなというふうに思いますので、その点はよろしくお願いします。 
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 それから、やはりアンケートを見ますと、比較的この施設に近いところの利用者さんが

やはり当然多いわけで、離れていけば離れていくほど来館者の方もやっぱり少なくなって

くるということで、ホームページとかさまざまな便りとかでアピールしていただいている

と思うんですけれども、まだまだ知らない方も多くいるというふうに感じるんですね。で

すので、さらなる周知、これを取り組んでいただきたいと思いますので、これも一つよろ

しくお願いしたいと思います。 

 その駐車場の件ですとか、あと、けがの防止等々のそういう課題はまだ残ったままです

ので、常に利用者の方の声というのをしっかり拾ってもらって改善を続けていただきたい

なと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 この点は以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 山口智也委員 

 続けてよろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 はい。 

 

○ 山口智也委員 

 では、次に、次の資料で、ファミリー・サポート・センター事業なんですけれども、こ

れは、３年間の総額で今回は4190万円ということなんですけれども、前回と比較するとふ

えているんでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 こども未来課の堀田と申します。 

 前回と比べてふえております。 

 以上です。 
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○ 山口智也委員 

 なかなか運営というか、厳しいということも聞くんですけれども、今回のこの債務負担

行為の３年間の総額で、きっちりそこら辺はカバーしていただいているという理解でよろ

しいんでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 この３年間分でカバーできていると思っております。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員 

 わかりました。 

 じゃ、ちょっと細かいところを聞いていきたいと思うんですけれども、当初のこの資料

の部分なんですけれども、援助会員と支援してほしい人の会員とサポート・センターとの

やりとりの図があったと思うんですけれども、その中でちょっと気になったのが、報酬の

授受ですね。お金のやりとり、これが、サポート・センターを介さずに依頼会員と援助会

員が直接やりとりしているのかなというふうに思うんですけれども、それで間違いないで

しょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 それで間違いございません。 

 

○ 山口智也委員 

 特に、そこはトラブルが発生するとか、お金のやりとりがきちんとできていないとか、

そういう報告はないという理解でよろしいでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 万が一、支払い等がおくれていることとかがありましたら、そういったものは私どもの

ほうにも報告が来ますし、ファミリー・サポート・センターのほうでそちらの情報をつか

んでいる場合は、対応させていただいております。 
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○ 山口智也委員 

 そこら辺は、しっかり市のほうでサポート・センターをサポートして、トラブルは未然

に防いでいく。もし、万が一発生しても、しっかり対応を早期に改善していくという、そ

ういうことで理解しておってよろしいでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 そのように理解していただいて結構です。よろしくお願いします。 

 

○ 山口智也委員 

 そこは、しっかりトラブルが発生しないようにお願いしたいと思います。 

 それから、何かそういったお金のやりとりも含めてなんですけど、全て何か課題、トラ

ブルが発生した際は、市のほうにサポート・センターからきちんと報告が来て、市もしっ

かりサポート・センターを支援するという体制というのをしっかり整えていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 サポート内容を見せていただきますと、送迎という内容が割とやっぱり多いなと思うん

ですけれども、これは、その援助会員の方のマイカーを基本的に使って送迎のサービスを

すると思うんですけれども、万が一交通上トラブル、事故等が発生した場合は、この辺の

責任体制というのは、どうなっているんでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 そういった場合の責任につきましは、基本的には援助会員さんのほうに責任が行くよう

な形になっております。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員 

 そのことでね、援助会員の責任になるということで、やっぱりそういうトラブルを避け

て、なかなか援助をしにくいわという声も聞くんですよね。 

 だから、そこら辺を本当に援助会員に全て責任を負わしていいものかというところ、こ

こはやっぱり検討の余地があるかと思いますので、また、そこら辺、庁内でどういうふう

なサポートができるのかというところを検討すべきではないかなと思いますので、それは
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ちょっと意見として申し上げます。 

 あと、支援の対象者というのが、今、障害をお持ちのお子さんというのは一応カバーし

ているけれども、なかなかそこは、現実障害のあるお子さんを援助してもらうというのは

ほとんどないかと思っているんですけれども、そこら辺の現状はいかがなんでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 障害のあるお子さんの援助もあるとは聞いております。 

 

○ 山口智也委員 

 あるということなんですけれども、そこは、やっぱり援助する側もちゃんといて、援助

してもらう方もきちんと安心して垣根なく利用できるような、そういう体制がやっぱり望

ましいと思いますので、そこら辺の垣根がないような、またそんなサポートも市としてや

っぱりやっていかないといかんのかなというふうに思いますので、これも意見です。 

 今回、これ、これまでの歴史の中で南部だけ残って、波木町のほうに今、このセンター

の位置があるということなんですが、これによって市内の北部の方であるとかという方は、

なかなか距離的に遠いもんでなかなか利用がしにくいのかなというふうなことをイメージ

するんですけれども、その辺の利用状況というのは、いかがなんですか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 ファミリー・サポート・センターの事務局機能といいますか、そちらは南部のほうにご

ざいますが、援助そのものにつきましは市内全域でやられております。 

 あくまで事務所機能ということで、マッチングとか、そういった事務局機能ということ

ですので、援助会員であるとか、いろんなコーディネートしていく上でのアドバイザーと

か、サブリーダーとか、そういったものたちは、市内全域を賄えていると思っております。 

 以上です。 

 

○ 山口智也委員 

 登録するときでも、一旦南部の事務所に行かなあかんとか、そういうことは一切発生し

ないわけですね。 
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○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 実際に登録していただきますのが、例えば援助会員さんや依頼会員さんの場合は、講習

会を設けておりますので、その講習会会場で登録していただくこともございますし、実際

にその南部のほうのファミリー・サポート・センターを受けていただいているＮＰＯ法人

のほうに行っていただくこともありますので、どちらかで受けていただくことになると思

います。 

 

○ 山口智也委員 

 じゃ、市内全域で利用をしっかりしていただいて、特に偏りがなくて全域でしっかりこ

の事業をしっかり受けていただいているという理解をさせていただいておきますので、そ

の点は結構です。 

 しかし、さまざまなまだ課題というのは、先ほどから申し上げたように課題というのは

幾つかあるのかなというふうに思っていますので、そこら辺ちょっと整理しながら――も

う来月すぐには募集の説明会が始まるとは思うんですけれどもその課題を整理して――よ

り安心して利用できるような事業になるように取り組みをしていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 この点は以上です。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 関連。 

 今のところで、山口委員の質問に対して答えが、依頼会員も援助会員も市内全域に散ら

ばっているから大丈夫だということだけれども、それは理論上の話であって、現実的にち

ゃんと全地域からお客さんというか利用者はいるんですね。間違いないですか、データが

あるんですね。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 市内全域の地図に各地区ごとにどれだけの利用の件数があるかという表はございます。 

 実際に偏りがあるかないかと言われますと、正直なところ偏りはございます。やっぱり

利用のたくさん依頼のある地域と利用依頼の余りない地域というのは、実際偏りはござい

ます。 
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○ 諸岡 覚委員 

 後日で結構なので、また、その偏りの分布がわかる資料をいただければありがたいです。

この委員会中じゃなくても結構です。その上で聞きます。 

 例えば、これ、事務費で３年間で690万円ですか、およそ700万円近く、１カ月当たりに

すると、ざっと20万円弱ぐらいですよね。これ、ちょっとよくわからんのですけれども、

あそこを使っているのは、ファミリー・サポート・センター事業の受託者としてのこども

スペース四日市さんと、同時に、ＮＰＯ法人としてのこどもスペース四日市さんが存在し

ているわけじゃないですか。そこの利用料の按分というのは、どうなっているんですか。

例えば、コピーのリース代が月に仮に５万円かかるとするじゃないですか。５万円がまる

っとファミリー・サポートのほうに来ているのか、あるいは、活動の内容によって按分し

て２万5000円ずつにしているとか、その按分というのは、きちんとできているんですか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 今回、上げさせていただいている分は、全てファミリー・サポート・センターにかかわ

ることだけで上げさせていただいております。 

 以上です。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 そうすると、このコピーの利用料とか賃借料の収入というのは、全部こどもスペース四

日市さんの収入になっているということですね。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 こちらのほうに上げさせていただいておるのは、そのとおりです。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 諸岡委員、よろしいですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 
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 結構です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑は。 

 

○ 山口智也委員 

 次、地域子育て支援拠点事業費の資料ありがとうございました。 

 特に補正予算については、異議等は全然ないんですけれども、この11カ所の体制、位置

関係も含めて、また、その開設日数もいろいろなんですけれども、こういったところで、

特に保護者等から不満の声というのは特にはないですかね。うちの近所には今ないとか、

偏りがあるとか、そんな不満の声というのは特に聞かれないでしょうか。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 この子育て支援センターにつきましては、併設と単独型といろいろあるんですけれども、

極力市内に散らばるようにということで、いつもセンターを新しく開設するときにはやっ

ております。 

 ただ、今、地区の中で、ない地区も確かにございますので、まだ支援センターについて

は、今後も整備していかなあかんなということで、確かに、うちの地区にはまだ支援セン

ターがないよという声は、こちらのほうに入っています。 

 

○ 山口智也委員 

 マイカーをお持ちで、ちょっと遠くても子供を乗せて行けるというお母さんはいいとは

思うんですけれども、そういう足がないとかという方もやっぱりおられるので、なるべく

本当になるべく本当に近いところにできればこれは言うことはないので、そこら辺もちょ

っと含めて、また今後、さらに整備するのであれば、そういうところも検討していただけ

ればありがたいなというふうに思います。 

 それから、加算の（１）、（２）については、非常にやっぱりいい取り組みだなという

ふうに内容を見て感じました。行くことができない方については逆に家庭に訪問していた

だくという非常にいいことだなというふうに思うんですけれども、ここら辺は、保護者等

から評価の声というのは聞かれますか。 
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○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 こちらの中で２番と答えているのがこっこ保育園さんですね。こっこ保育園さんとも話

をしているんですけれども、やはり喜ばれると、行けば喜ばれるんですが、もう一つの課

題としては、職員が行ってしまうと、今度それで自由に来れますよと言ったときに、こち

らに来たときの職員体制というものがありますので、そこではかなり苦労をされていると。

喜ばれている、行きたいんだけれども、それについての人員体制をまた確保するのが厳し

いという声はこっこさんのほうから聞いています。 

 

○ 山口智也委員 

 本当に人員体制を確保するというのは非常に難しいとは思うんですけれども、こういっ

た課題はあるにせよ、いい取り組みというのは、しっかりこういった拠点間で情報共有す

るとかいうことを。また、逆に不満もあると思うんですよね、こういう取り組みをしてお

って。だから、不満や満足の声というのを、やっぱり拠点の間でしっかり情報共有をする

ようなことも重要ではないかと思うので、そこら辺もひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 この点、以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 他にご質疑のある方。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 ちょっとさっきの話に戻るけれども、ちなみに、このマッチングの成立件数というのは、

どれぐらいあるんですか、年間で。あと、会員数も教えてください。ファミリー・サポー

ト・センターの会員数。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 平成29年度末で活動件数は2112件で、会員数ですが、平成29年度末の時点で依頼会員が

942名、援助会員が511名、両方の登録がある会員さんが101名、合計1554名であります。 
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○ 諸岡 覚委員 

 活動件数というのは、マッチングが成立した件数ということですか。私が聞いたのは、

マッチングの成立件数を聞いた。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 マッチングなんですけど、まず、援助会員さんと依頼会員さんで、どの依頼について、

どの援助会員さんが担当されるかというのをマッチングとさせていただいております。 

 ですので、依頼会員さんのほうから、例えば送迎をしていただきたいという要望があっ

たときに、それを担当する方がどの援助会員さんになるのかというのがマッチングです。 

 それにつきましては、依頼会員さんから、こういった支援をしていただきたいというの

があったときに必ずマッチングのほうをさせていただいております。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 だから、マッチングの件数を教えてくださいって言っているんです。わからないなら、

わからないと答えてください。マッチングが何かというのは知った上で聞いているんです。

成立した件数は。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 活動件数が全てマッチングの件数となります。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 そういうことですね、了解です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

○ 諸岡 覚委員 

 はい。 
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○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑。 

 

○ 中森愼二委員 

 ファミリー・サポート・センター事業で援助会員に対する条件についてなんですが、一

般の主婦の方でも、特段資格なしでも事前の教育を受けていただいてというのが一つの条

件だと思うんですけど、それ以外に、現実的には援助会員の自宅で子供さんを見守るとい

う形になると思うんですが、そのご自宅の何か要件といいますかそういったものを求める

ものはあるんですか、何か。四畳半一間でもいいとか、極端なことを言えば。そういう、

子供さんを見守る環境についての何か要件というのは具体的には何かあるんでしょうか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 特段、家についての要件はないんですけれども、どういったことに注意していただくか

とかということについては、事前にお預かりいただく前に、こういったことに気をつけて

いただきたいということなどは全てお伝えさせていただいております。 

 戸建てでなければいけないとか、こういう型の複数の間取りがなければいけないとか、

そういったことの縛りは特に設けておりません。 

 

○ 中森愼二委員 

 現実的には、援助を受けたい人は、援助会員のご自宅を直接確認して依頼をしていると

いう状況になるんですかね、現実的には。全くどんな環境で子供が見守ってもらえるとい

うのを認識なしにマッチングしているという現状ですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁できますか、大丈夫ですか。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 実際に援助を受けていただく前にマッチングという形で依頼会員さんと援助会員さんは

確実に会っていただいているんですけれども、申しわけございません、家の中まで確認を

されているかどうかというのはちょっと私どものほうで把握をしておりませんでしたので、
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また改めて確認させていただきたいと思います。 

 

○ 中森愼二委員 

 保育所とか幼稚園なんかは、設備的なものは一つの施設にたくさんの子供たちなんです

が、このファミリー・サポート・センターの特殊性といいますか、１対１なんですよね、

ほぼ。だから、援助会員の受けていただくご自宅が見守る場所になるので、そういった不

安が依頼会員の中にはうまく処理されているのかなという。端的に言えば、例えばトイレ

だって和式しかない、あるいは洋式しかないっていろいろあると思うんですよね。そうい

うようなことも含めて、何かファミリー・サポート・センターの事務局として、援助会員

のほうに、こういう施設の状況をお願いしたいとかそういうものがあるのかなと私は思っ

たので――また、そのお願いしたいことはあるということを言ってみえたので、それはち

ょっといただきたいんですが、後で結構なので――そこら辺の、逆に依頼会員のお母さん

方からそういう要望というのは、特段今まででも出ていなかったんですかね。 

 

○ 堀田こども未来課子育て支援係長 

 私どものほうまで、依頼会員さんのほうからそういった意見が上がってきたことはない

です。 

 以上です。 

 

○ 中森愼二委員 

 現実的には、その地域、自宅に近いところの援助会員さんのほうにお願いされているケ

ースが多いんだろうと私は思うので――例えば職場に近いところかもわかりませんけど―

―なので、そういう信頼関係ができている上でのマッチングになっているのかなと私は推

測をしているんですけれども、また、そんな声もちょっとあるようでしたら拾っておいて

いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 他にご質疑のある委員の方、おられますか。 
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○ 荒木美幸委員 

 追加資料だけですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 その後で行きます。 

 とりあえず、今は、この追加資料で。 

 

○ 藤田真信委員 

 追加資料だけですよね。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 今は。 

 もうなければ、その他のほうに行かせてもらいますけど。よろしいですかね。なしでよ

ろしいでしょうか。 

それでは、追加資料につきましては、ご質疑は以上ということで。 

 その他につきまして、ご質疑のある委員の方、よろしくお願いいたします。 

 

○ 荒木美幸委員 

 病児保育のことで１点確認をさせてください。 

 今回、増額するということで、目的、内容の――これは済みません、資料は一番最初に

いただいている補正予算の参考資料です――理由Ａのほうはわかるんですけれども、理由

Ｂの病児保育施設に隣接して建設する予定であった民間保育所が駐車場の不足等から近隣

の別の敷地での建設となったため病児保育施設の面積がさらに確保できるようになってと

いうことなんですけれども、ということは、もともとの計画では、この施設では少し不足

があったので、渡りに船という言葉が適切かどうかはわかりかねますが空いたんだったら

そこに不足分をということなのか、あるいは、単に敷地がとれるので、狭いより広いほう

がいいねということでのことなのか、その辺ちょっと確認させてください。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 
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 理由Ｂに関してなんですけれども、もう一ページの次のページのほうの資料のほうに、

ひばりルームの周辺図という形で入っていると思うんですけれども、その位置図を見てい

ただきますと、100ｍぐらい離れた場所という形になっております。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 申しわけございません。ちょっと協議会の資料と間違えました。 

 位置としましては、西に100ｍぐらい離れたところにひばりルームというのがございま

す。そちらの土地が新たにというか取得できましたので、使えるようになったということ

で、もともとは、現状の事業所内の保育をやっているところのすぐ真南――狭い場所と言

ったらなんですけど――の三角地のところでやろうとしていた。それで事業計画も立てて

いたところ、そういう形で新たに土地が確保できたので、そちらの部分について、保育園

部分を移動することによって空いてきたスペースを全て病児保育、あと、駐車場に使える

ことができるようになったということで、今回、補正をして、その事業として変わってき

た部分を報告させていただいていると。 

 

○ 荒木美幸委員 

 ありがとうございます。 

 ということは、当初考えていたよりよい環境になるということで、こういうふうな形に

なったわけですね。わかりました。ありがとうございます。 

 

○ 山口智也委員 

 関連。 

 そうすると、これ、当初の予定していた、もともと定員３名というのは変わらないんで

すか、この定員３名というのは。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 ３名については、当初の計画どおりでございます。 
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○ 山口智也委員 

 ちょっとこれは認識を教えてもらいたいんですけれども、当初この法人は当初のこの敷

地で申請した。だけど、事情が変わって余裕が出たので、さらに広いスペースに変更した。

またこの補助の申請をし直したということですよね。 

 別に異議は全然ないんですけれども、途中から条件が変わったから補助が拡大するとい

う、これは別に制度上何の問題もないという理解をしておいてよろしいんでしょうか。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 我々のほうと、あとは、補助金を出している国、県もそうなんですけれども、その社会

福祉法人さんのほうから、こういう計画がちょっと変更が出てきたということで、どうだ

ということで実際に問い合わせをしております。 

 ただ、やること自体は変わっていませんので、場所は変わったということですので、そ

の面積がふえたということであれば、逆に、この病児保育室としてはさらに充実するとい

うことですので、お認めいただけるということになっております。 

 

○ 山口智也委員 

 わかりました。 

 環境がよくなるということについて、四日市市もそれにきちんと補助を増額することは

妥当だという判断をしたということですね。 

 わかりました。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 関連で、中森委員。 

 

○ 中森愼二委員 

 駐車場が増えるだけと違うの。 

 現実には、駐車場がふえるだけなんでしょう。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 ちょっと補正予算資料に書かせていただきましたんですけど、面積が68.46㎡から
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127.10㎡にちょっとふえるということですので、倍近く、病児保育をする面積もふえると

いう形になっております。 

 

○ 中森愼二委員 

 建物もふえるわけですか、建築面積もふえるんですか。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 当初、実は、ある面積に合わせた三角形の土地でしたので、その三角形の建設面積を四

角形にしたという形で、その分がふえたという形です。 

 

○ 中森愼二委員 

 僕も三角形というのは大体わかるんですけど。この４の図面を見て、何がふえたのか、

もう何もわからないね、この図面。だから、用地がどうふえたのか、建物がどうふえたの

か、それを審査してほしい補正予算じゃないの、これ。だけど、何もわからんよ、これを

見ていても。だから、こんなに質問せざるを得ん話になってくる。黙っていようと思って

おったけど、黙っておられん。そういうこともちゃんと、補正を担うものは何なのかとい

うことを明確にしないから、こんなにつまらん質問をせんならんようになってくる。もっ

と言えば、当初それで認めていたんなら、それでええんじゃないの、別に、極端なことを

言えば。それで３名の定員は賄えるだけのものやったわけでしょう。駐車場だけふやしま

した、利便性がええからというのはわかるよ。だけど、ついでに建物をふやすというんや

ったら、それは、何か山口さんが言うように定員がふえるとかいう話ならわかるけど、何

でこんな予算を認めないかんのという話を言いたくなる、一言、余分なことを。なので、

このつくりが甘いね、資料の。いらんこと言われやなならん話になってしまうんやでさ。

異論はないんですよ、ないけどさ、これではなかなかわからんよ。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁は可能でしょうか。もう少しわかりやすく答弁は可能でしょうか。 

 

○ 中森愼二委員 

 だから、土地がどれだけふえて建物面積をどれだけふやしますと。そこのところ、ちゃ



 - 107 - 

んと説明せないかんわ、最低限。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 もう少し丁寧に資料をつくらせていただきます。申しわけないです。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 答弁は。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 このひばりルームの平面図のところでは、職員室というのが実は広くなっているという

のが、増分の面積の分でございます。 

 ですので、残りのもともと病児保育をする部屋については、もともとのところと同じ形

になっております。 

 以上です。 

 

○ 中森愼二委員 

 わかりましたけど、こういう補正予算で増減を認めてもらうときには、用地面積がどれ

だけふえたと、建物がどれだけふえたんだ、それぞれがどれだけの費用になるんだと、こ

れ、606万7000円って書いてあるけど、内訳もわからないし、そういうことはやっぱりち

ゃんと資料をつくらないかん。 

 結構です、もう。済みません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしいですか。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑のある委員の方、おられますか。 
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○ 山口智也委員 

 もう一点だけなんですけれども、ブロック塀の件なんですけれども、今回、公立につい

てやっていただくんですけれども、私立についても――これは補助というのはなかなか難

しいとは思うんですけれども――現状把握だけはしっかりしとかなあかんと思っているん

ですけれども、ここら辺、安全点検の依頼とか、また、現状把握、報告をしっかりしても

らったのかどうかというところだけ確認だけさせてもらいたいと思います。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 私立園の状況でございます。私立の保育園と幼稚園につきましても、今回の、要は大阪

での事故が発生してから、国の通知を受けて、その通知を受けて、園現場におきまして点

検は行ってもらっております。 

 その結果によりますと、私立保育園28園の中で７園、11カ所のコンクリートブロックが

存在し、また、私立幼稚園14園の中で７園、10カ所のコンクリートブロックが存在してお

りました。その状況につきまして保育幼稚園課職員も現場のほうを確認させていただきま

して、劣化、損傷の状況としては、私立幼稚園において１園ございました。 

 その１園の状況でございますけれども、園庭の東部分であって、園に対して、園児が近

づかないような応急措置はとっていただいております。 

 このブロックにつきましては、私立幼稚園さんとのちょっと話し合いによりますと、隣

地との兼ね合いもありまして、すぐさま撤去、あるいはつけかえということはちょっと行

かないようでございますので、ひび割れの対応につきましては強化してもらうなど、対象

園とは引き続き話し合いをさせていただきたいと考えておる次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 山口智也委員 

 たとえ１カ所であったとしても万が一ということもあるので、やっぱり適切な指導とい

うのはやらなあかんなというふうには思うんですよね。 

 その理由は何なのかとか、隣接地との関係が何なのかとか、費用面で言うておるのか、

費用といってもそんなめちゃくちゃかかるような費用でもないと思いますので、子供の安

全というのが大事ですので、適切な指導をして早期に改善してもらうように伝えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 要望でよろしいですか。 

 藤田委員、関連で。 

 

○ 藤田真信委員 

 公立のほうの――小学校、中学校も一緒やと思うんですけど――今回、ブロックの撤去

ですけど、教育委員会でも議論になったんですがブロック以外の部分での危険物について

は、しっかりやっていただいていますか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 各園の状況としましては、目視によります毎日の遊具点検を都市整備部作成のチェック

シートによって建物点検により日ごろの点検は努めておるところではございますが、今回

のようにブロック塀の損傷が見過ごされたことにつきましては、今回補正予算をお願いす

ることになりまして、大変申しわけございませんでした。今回の件を教訓にしまして、引

き続き施設の適正な維持管理、安全確保に努めてまいりたいと考えておる次第でございま

す。 

 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ブロック塀以外も確認していただくということでよろしいですね。 

 ちょっと予算の話とはずれるんですけど、私立のほうの耐震化とかというのはどうなん

ですかね。国のほうからの補助金なり何なりというのがあって、そういうのを活用してい

ただくとか、そういう情報提供したりとか、実際に耐震化というのは図られていますよみ

たいなところというのは確認されているんですか。 

 

○ 大西保育幼稚園課長 

 私立園のほうは対応されているかと思うんですけれども、ちょっと再度正式にちょっと

確認はしたいと思います。 
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 以上でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 ブロック塀をチェックしに行っても、そもそもの耐震が図られていないんやったら、お

いという感じなので、その辺もしっかりと確認していただきますように。ちょっと予算と

は関係ないですけど、申しわけないですが。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なしというお声をいただきましたので、別段他にご質疑もないようでございますので、

これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に移ります。 

 討論のある方は、挙手にてご発言を願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 討論もないようでございますので、これより分科会としての採決を行いたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なお、全体会へ送るか否かは、採決の後にお諮りをいたします。 

 反対表明もないため、簡易採決により行います。 

 議案第29号平成30年度四日市市一般会計補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算の補
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正、歳出第３款民生費、第２項児童福祉費、歳出第10款教育費、第４項幼稚園費、第２条

債務負担行為の補正（関係部分）につきましては、原案のとおり決することにご異議あり

ませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 最後に、全体会へ審査を送るべき事項について委員の皆様からご提案がございましたら、

ご発言を願います。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 なしということでございます。 

 

 〔以上の経過により、議案第29号 平成30年度四日市市一般会計補正予算（第３号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第３款民生費、第２項児童福祉費、歳出第10款教

育費、第４項幼稚園費、第２条債務負担行為の補正（関係部分）について、採決の

結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 以上で議案第29号平成30年度四日市市一般会計補正予算（第３号）のうち、こども未来

部所管部分についての審査を終了いたします。 

 理事者の一部入れかえを行います。委員の皆様、しばらくお待ちください。 

 少し、15分再開でよろしくお願いいたします。 

 あと、最後の協議会ですね。 

 

                                １６：０４休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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                                １６：４５再開  

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 続きまして、所管事務調査の報告を受けたいと思います。 

 所管事務調査といたしまして、平成30年度第１回四日市市青少年問題協議会及び平成30

年度第１回エスペランス四日市運営協議会について一括して報告をいただきます。 

 資料の説明をお願いいたします。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 こども未来課の山口です。 

 タブレットにつきましては、03教育民生常任委員会の18平成30年８月定例月議会の06こ

ども未来部所管事務調査資料をお願いいたします。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 お願いします。 

 

○ 山口こども未来部次長兼こども未来課長 

 では、３ページをごらんください。 

 去る７月20日に開催されました青少年問題協議会を報告させていただきます。 

 青少年問題協議会につきましては、地方青少年問題協議会法に基づきまして昭和31年に

組織化されたものでございます。 

 委員につきましては、名簿のとおり、青少年の指導、育成、保護、矯正に係る団体の代

表、それから、関係行政機関の職員、学識経験者等から選出された18名の委員で構成され

ております。 

 今回の協議事項につきましては、青少年の現状と取り組みというテーマで最初に現状報

告を行いました。 

 当初は、四日市南警察署からの少年非行等の現状と課題についての報告をいただく予定

でしたけれども、緊急対応が入ったということで、必要な案件が発生したために事務局の

ほうから資料の紹介を行いました。 

 続いて、青少年育成室からは、ネット依存及びネットトラブルについての現状報告があ
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りまして、その対応策として、スマートフォン等の正しい使用に関する啓発、それから、

学校や家庭におけるルールづくりの必要性を説きまして、さらに、幼少期からの啓発とし

て、３歳児健診時を利用しました保護者への啓発の取り組み等が紹介されました。 

 これらの報告を受けまして、委員からは、単に子供だけが理解していないだけではなく

て、保護者のほうもインターネットの危険性を理解していないという意見や、なぜ高校生

がネットに依存するのかという問題提起もありまして、ほかに興味を持つこと、例えば読

書など、大人や家族、学校が示していくことが大切ではないかとの意見もありました。 

 さらに、このことを受けまして、高校生だけではなくて、既に低年齢児からもこの傾向

は見られるとの意見があり、インターネットをめぐり、子供の健全な育成のため、さまざ

まな立場から取り組んでいくことが必要であるということで協議会を終了いたしました。 

 なお、５ページから19ページまでは、当日の事項書とその資料となっております。 

 説明は以上となります。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 こども保健福祉課長の棚橋でございます。 

 資料の20ページをごらんください。 

 エスペランス四日市の運営協議会の報告でございます。 

 この協議会につきましては、平成15年度に希望の家からエスペランス四日市に民営化さ

れたときから設置されているものでございます。 

 今年度の第１回目の運営協議会につきましては、７月18日に大字泊村にございますエス

ペランス四日市で開催されました。 

 委員の名簿については３番に記載のとおりでございまして、会長は、一番上の四日市看

護医療大学の河野啓子さんにしていただいております。 

 ４番で、その会議の内容につきましては、まずエスペランス四日市から現状報告がござ

いました。 

 （１）乳児院につきましては、定員25名のところ、在籍24名、（２）の部分にかかりま

すけれども、児童養護施設については、定員50名のところ41名在籍とのことでした。 
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 報告の中では、特に乳児院につきましては、虚弱児に対して健康管理の徹底をしている

こと、児童養護施設では幼児部での愛着形成に主眼を置いたかかわりを重視していること、

また、学童部ではユニットごとの小集団での活動を重視していることなどが報告されまし

た。 

 また、乳児院、児童養護施設の共通のこととして、施設利用時の保護者に対して、虐待

防止プログラム講座の実施をしたことが報告されております。 

 ５番ですけれども、各委員からの主な意見としまして、南中学校からは、入所生徒につ

いては規則正しい生活が送れているが、退所して家庭復帰した生徒の生活が乱れがちとの

意見がございました。 

 これについては、エスペランス四日市から、退所後の生徒の家庭訪問を実施しているけ

れども、今後もフォローしていくという回答がございました。 

 また、泊山小学校、児童相談所、民生委員などからは、子供たちの支援をしっかりやっ

てもらっているという意見がございました。 

 なお、24ページ以降に当日エスペランス四日市から配付されました事項書と資料を添付

しておりますが、わかりづらい点もございましたので、主なところをこちらでちょっと要

約したものを22ページ、23ページに記載させていただいております。 

 資料の22ページでございますが、１の乳児院、児童養護施設の現状については、先ほど

申し上げた部分とちょっと重複することもございますが、現状を記載させていただいてお

ります。 

 あとは、２の家庭支援専門相談員による支援状況につきましては、資料の中から抜粋す

る形で記載させていただいておりますが、もともとの当日配付された資料のケースとかい

ったものの主なものが記載されておりますので、22ページ、23ページに掲げております件

数等につきましては、会議後、改めてエスペランス四日市に聞き取った件数を記載してい

ただいている部分もございます。 

 説明は以上です。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 ありがとうございました。 

 説明は、お聞き及びのとおりでございます。 
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○ 中森愼二委員 

 エスペランス四日市のほうの25ページの（１）を見てほしいんですが、これは、乳児院

のほうの25名の定員の③の健康面、１月にノロウイルスが９名、１名入院、２月ノロウイ

ルス１名と出ているんだけど、このことについて、この協議会の中では一切触れられてい

ないんですが、こういう状態の部分は、施設としての責任あるいは予防策を議論する必要

はなかったのかな。 

 委員さんのメンバーを見ていて、四日市看護医療大学の名誉大学長が入っているけど、

例えば食品衛生の管理的な人を委員に加えるとか、こういう必要はないのかなと思うんだ

けど。 

 このノロウイルスが８名も９名も出て入院患者も出ている状態で、何ら報告も意見も出

ていないんだけど、これは何も問題ないのかな、これで。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 当日の協議会の中では、特にここの部分にちょっと触れられているということはござい

ませんでした。 

 

○ 中森愼二委員 

 だから、それはそれで議論がなくていいのかって聞いているの。いいわけなんやな、そ

うすると。こんな状態がずっと来年も続くかわからんし、場合によっては重篤な状態にな

る可能性だってあるわけだよ、これ。１人が発生しているだけじゃなくて、これは１人か

ら感染しているんじゃないの、これ、恐らく。だったら、そのオムツを変えるやり方とか

消毒だとかね、そういう対策について、もっと万全な体制をとらないと、来年も同じこと

だよ、冬場に。だから、そういう必要はないのかというの、所管課として。民間に任せた

から放ったらかしでいいわけじゃないんだよ。 

 

○ 棚橋こども保健福祉課長 

 申しわけございません、当日はなかったんですけれども、早急にこのときの状況をまず

確認するとともに、今後このようなことがないように、エスペランスのほうにも指導とい

いますか話をさせていただきたいと思います。 
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○ 中森愼二委員 

 このメンバーに部長も出ているんじゃないの、これ。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 川北こども未来部長、答弁願います。 

 

○ 川北こども未来部長 

 確かに私も委員のメンバーの１人になっておりまして、正直申し上げまして……。 

 

○ 中森愼二委員 

 単に出ておるだけじゃだめだよ、部長。責任を問われるよ、部長、これ。だから、民間

に移譲した施設だから、よりなおさら管理について問題に対して把握をして指導せないか

んじゃないですか。必要なら、メンバーに対して、そういう食品衛生管理にかかわる人、

そういう人を加えるとかね、そういうことをしていかないと、大きな問題を起こす可能性

があるよ、これは。それだけちょっと言うて帰らせてもらいます、済みません。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 部長、そういうことですので、一言。はい、お願いいたします。 

 

○ 川北こども未来部長 

 私も率直、正直に申し上げまして、今、中森委員からいただいた意見について、そうい

う観点が抜けておりました。その辺を反省しております。 

 いいご意見、いいヒントをいただいたと思いますので、なかなか私も100％気がつくか

どうかというのは正直あるところはあるんですけれども、なるべく100％に近づけるよう

にこういう会議に参加する場合には心がけてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたしたいと思います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 よろしくお願いします。子供の命がかかっていますので、お願いします。 

 



 - 117 - 

○ 藤田真信委員 

 エスペランスのこともそうなんですけど、いつもこの８月と２月で報告が出されている

んですよね。今回、多分、委員長がということやと思うんですけど、詳細な報告を初めて

見たんです、僕。 

 これ、ちょっと先ほどの中森委員のご指摘も、結局その資料があったもんで議会として

指摘ができるわけで、これ、今まで、もう数行の報告でずっと、こういう課題でしたとい

うので報告されてきて、僕らそれをそのままうのみにして、じゃ、エスペランス四日市、

頑張っていますねというふうな感覚でずっと来たわけで。これが、こういうのが出てくる

と、やっぱり不信感が出てくるので、ちょっと今までの――もう、ちょっと全部は無理や

と思うんですけど――そういう何かエスペランスで起こった事案に対してね、課題なり何

なりで特に重要だと思う点というのを洗い出してもらって、それに対して、どういうふう

に市として対応していくのかというところも、ぜひちょっと時間大変かもしれないけど検

討していただきたいなと思います。もっと言うと、ほかの委員の皆さんは要らんかもしれ

んけど、僕はちょっとなるべくたくさん資料が欲しいです。ちょっと見てみたいと思って

います。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 後ほど、資料のほうを作成して、提出のほう、お願いいたします。 

 

○ 藤田真信委員 

 あと、もう一ついいですか。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 どうぞ。 

 

○ 藤田真信委員 

 青少年のほう……、資料が今回ようけあるので。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 青少年問題協議会ですね。 
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○ 藤田真信委員 

 これも同じく今回初めてどばっと資料が出てきて、ちょっと一つ疑問に思ったのが、四

日市の管轄は全部四日市南警察署がやっているんですか、こういう青少年の関係というの

は。だから、報告を受けて、そのままうのみにするんじゃなくて、四日市全体として、今

の青少年がどうなのかというのは。 

 

○ 小林こども未来課青少年育成室長 

 青少年育成室、小林です。 

 四日市の管轄につきましては、もちろん北署、それから西署も管轄しております。 

 毎年、いろんな会議によって代表の方が来ていただくというようなこともあるんですが、

西署、それから北署。この会議については、一応南署が一番大きいということで、南署の

生活安全課の課長が来ていただいているというのが現状でございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 来ていただいているのはいいんですけど、全体把握ができているのかという話です。 

 

○ 小林こども未来課青少年育成室長 

 この会議においては、そこにつけさせていただいたように、南署管轄の非行等のものを

挙げていただいております。 

 私ども、中央補導という団体もありまして、そのときには、北署、それから西署の同じ

ような冊子については配付していただいております。ですので、このときには、北署、そ

れから西署の説明はないんですけれども、全体の把握としては、それをもって把握してい

るつもりでございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 いや、そもそも論として、この協議会でいろんな取り組みに対して報告を受けて、それ

ぞれの委員の方から意見が出されるわけですよね。そのベースとなる議論が市全体の資料

に基づいたものではないということですか。 
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○ 小林こども未来課青少年育成室長 

 今回は、この非行関係のものを挙げていただきました。 

 昨年度等は、全国的なチラシとか、そういうものをもとにして説明をいただいたという

ような経緯はございます。 

 

○ 藤田真信委員 

 いや、ますますよくわからなくなっていますが、全国的な資料やったら、四日市で何の

ために会議を開くのかというのがちょっとよくわからなくなってくるんですけど。もうい

いです。 

 いずれにしても、四日市の子供たちの健全な育成という部分でちゃんと機能してもらえ

ればいいんです。 

 ちょっと南署の資料を見ていると、やっぱり中学生でも高校生でも喫煙とか夜の徘回と

いうのがえらい多いというのが再認識できたんで、またこれは議会での議論に生かしてい

きます。 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑ございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

○ 伊藤嗣也委員長 

 他にご質疑もないようでございますので、本件はこの程度といたします。 

 これで、こども未来部所管の事項は全て終了いたしました。 

 本日はこの程度とさせていただきます。 

 皆様、どうもお疲れさまでございました。また、あす、よろしくお願いします。 

 

                                １７：０１閉議  


